
合
同
行
為
論
に
つ
い
て
（
中
山
）

二
七
三

合
同
行
為
論
に
つ
い
て

─
岡
松
参
太
郎
博
士
の
所
論
を
中
心
に

─

中

　
　山

　
　知

　
　己

一
　
は
じ
め
に
　
─
　
近
年
の
契
約
論
と
意
思
表
示

本
稿
で
検
討
対
象
と
す
る
の
は
、
ク
ン
ツ
ェ
（K

untze, Johannes E
m

il

［1824-1894

］）
の
提
唱
に
か
か
る
と
さ
れ
る
、
い
わ
ゆ
る
「
合

同
行
為
（G

esam
takt

）」
に
関
す
る
議
論
で
あ
る
（
１
）

。
こ
の
概
念
は
、
わ
が
国
で
も
周
知
の
よ
う
に
法
律
行
為
の
種
類
の
一
つ
と
さ
れ
て
き

た
も
の
で
あ
り
、
伝
統
的
に
単
独
行
為
（
一
方
行
為
）・
契
約
（
双
方
行
為
）
と
並
ん
で
三
つ
め
の
分
類
と
し
て
民
法
総
則
教
科
書
な
ど
に

お
い
て
説
明
さ
れ
て
き
た
も
の
で
あ
る
。
わ
が
国
の
経
緯
を
振
り
返
れ
ば
、
初
期
の
頃
は
華
々
し
く
取
り
上
げ
ら
れ
た
も
の
の
、
そ
の
後

は
有
力
な
学
者
に
よ
っ
て
手
厳
し
く
批
判
さ
れ
る
こ
と
も
あ
り
、
も
は
や
そ
の
概
念
の
有
用
性
に
根
本
的
な
疑
問
が
生
ず
る
に
至
っ
た
は

論
　
説

）
五
五
二
二
（



日
本
法
学

　第
八
十
八
巻
第
四
号
（
二
〇
二
三
年
二
月
）

二
七
四

ず
で
あ
る
。
し
か
し
そ
れ
で
も
な
お
現
在
で
も
、
教
科
書
で
は
普
通
に
説
明
さ
れ
る
こ
と
が
多
い
。
そ
の
理
由
は
こ
こ
で
は
詳
ら
か
に
は

で
き
な
い
が
、
近
年
、
全
く
別
な
角
度
か
ら
注
目
に
値
す
る
指
摘
が
な
さ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
合
同
行
為
に
対
す
る
上
記
の
よ
う
な

批
判
を
踏
ま
え
な
が
ら
も
、「
法
律
上
は
契
約
と
い
う
形
式
を
採
り
な
が
ら
実
質
的
に
は
組
織
（
団
体
）
を
創
出
す
る
と
い
う
法
技
術
（
組

合
契
約
は
そ
の
古
典
的
法
技
術
で
あ
り
、
そ
の
権
利
義
務
の
解
釈
に
あ
た
っ
て
一
般
の
契
約
と
同
視
し
て
よ
い
か
は
問
題
た
り
う
る
）
が
、
新
た
に
現

代
的
意
味
を
帯
び
始
め
て
お
り
、
こ
の
よ
う
な
組
織
形
態
に
お
け
る
権
利
義
務
を
解
釈
す
る
に
は
、
少
な
く
と
も
契
約
の
解
釈
一
般
と
は

異
な
っ
た
態
度
を
要
求
す
る
と
も
考
え
ら
れ
」、「
も
し
そ
う
だ
と
す
る
と
、
そ
の
よ
う
な
組
織
を
創
設
す
る
に
至
る
段
階
に
関
す
る
か
ぎ

り
、
合
同
行
為
の
概
念
は
、
こ
れ
を
一
概
に
捨
て
去
る
べ
き
で
な
い
よ
う
に
も
思
わ
れ
る
（
２
）

」
と
い
う
指
摘
で
あ
る
。
も
っ
と
も
そ
の
す
ぐ

後
の
か
っ
こ
書
き
に
て
「
た
だ
し
、
合
同
行
為
の
伝
統
的
な
定
義
は
あ
ま
り
に
も
比
喩
的
で
あ
っ
て
、
再
定
義
が
必
要
で
あ
る
（
３
）

」
と
釘
を

さ
さ
れ
て
い
る
。

こ
こ
で
新
た
に
現
代
的
意
味
を
帯
び
始
め
る
と
さ
れ
た
、「
法
律
上
は
契
約
と
い
う
形
式
を
採
り
な
が
ら
実
質
的
に
は
組
織
（
団
体
）

を
創
出
す
る
と
い
う
法
技
術
」
と
は
、
継
続
的
契
約
の
こ
と
を
指
し
て
お
り
、
具
体
例
と
し
て
、
代
理
店
契
約
・
フ
ラ
ン
チ
ャ
イ
ズ
契

約
・
ジ
ョ
イ
ン
ト
ヴ
ェ
ン
チ
ャ
ー
契
約
・
い
わ
ゆ
る
ア
ウ
ト
ソ
ー
シ
ン
グ
契
約
や
分
社
化
の
た
め
の
契
約
・
サ
ブ
リ
ー
ス
契
約
が
挙
げ
ら

れ
て
い
る
（
４
）

。
こ
れ
ら
の
契
約
な
い
し
取
引
に
お
い
て
は
、「
契
約
の
形
を
と
り
な
が
ら
実
質
的
に
は
事
業
体
た
る
組
織
を
形
成
し
た
り
、

あ
る
い
は
組
織
を
分
割
し
ま
た
は
そ
の
代
替
手
段
と
し
て
契
約
を
用
い
た
り
す
る
種
類
の
も
の
が
、
現
在
で
は
重
要
な
意
味
を
（
５
）

」
持
つ

が
、
こ
れ
ら
の
契
約
に
関
す
る
権
利
義
務
関
係
に
関
し
て
争
い
が
生
じ
た
と
き
に
は
、「
こ
れ
ま
で
に
受
け
継
が
れ
て
き
た
契
約
解
釈
の

基
準
に
よ
っ
て
は
、
こ
れ
ら
の
契
約
の
権
利
義
務
関
係
の
争
い
を
解
決
す
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
（
６
）

」
と
評
さ
れ
て
い
る
。
以
上
の
指
摘

か
ら
、
現
代
的
取
引
に
お
け
る
組
織
を
創
設
す
る
段
階
に
お
い
て
、
再
定
義
の
必
要
は
あ
る
と
し
て
も
、
な
お
合
同
行
為
概
念
を
分
析
道

）
五
五
二
一
（



合
同
行
為
論
に
つ
い
て
（
中
山
）

二
七
五

具
と
し
て
用
い
る
可
能
性
が
示
唆
さ
れ
て
い
る
も
の
と
受
け
止
め
ら
れ
る
。
そ
し
て
そ
の
概
念
の
再
定
義
や
内
容
如
何
に
よ
っ
て
は
、
そ

の
射
程
は
氏
の
言
わ
れ
る
組
織
の
創
設
段
階
に
と
ど
ま
ら
な
い
か
も
し
れ
な
い
（
７
）

。

そ
こ
で
こ
の
よ
う
な
問
題
意
識
に
立
っ
て
、
合
同
行
為
概
念
を
再
定
義
す
る
作
業
を
考
え
る
な
ら
ば
、
ま
ず
は
こ
の
概
念
を
は
じ
め
て

本
格
的
に
展
開
し
た
と
さ
れ
る
ク
ン
ツ
ェ
は
も
と
よ
り
、
同
世
代
の
諸
学
説
を
関
連
づ
け
た
学
説
史
の
丹
念
な
検
討
も
求
め
ら
れ
る
で
あ

ろ
う
。
し
か
し
こ
こ
で
は
、
さ
し
あ
た
り
そ
の
前
段
階
と
し
て
、
合
同
行
為
概
念
を
輸
入
し
た
当
初
の
「
わ
が
国
」
に
お
け
る
議
論
を
確

認
し
て
お
き
た
い
。
こ
の
概
念
は
法
律
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
た
の
で
は
な
く
、
ド
イ
ツ
の
学
説
を
通
じ
て
日
本
の
学
者
が
構
成
し
た
も
の

で
あ
り
、
そ
こ
に
含
ま
れ
る
内
容
も
ド
イ
ツ
法
学
の
議
論
か
ら
少
な
か
ら
ぬ
変
容
な
い
し
展
開
が
み
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
と
り
わ
け
ク

ン
ツ
ェ
を
は
じ
め
と
す
る
合
同
行
為
論
を
本
格
的
か
つ
徹
底
的
に
検
討
し
、
わ
が
国
の
当
時
に
お
け
る
通
説
形
成
を
決
定
づ
け
た
岡
松
参

太
郎
博
士
（
以
下
岡
松
と
記
す
）
の
所
論
に
そ
の
よ
う
な
議
論
が
見
出
さ
れ
る
こ
と
か
ら
、
こ
れ
を
検
討
対
象
と
す
る
（
８
）

。
そ
の
際
、
後
に
あ

ま
り
に
も
比
喩
的
と
批
判
さ
れ
た
こ
と
を
意
識
し
、
本
来
の
意
図
が
ど
の
よ
う
な
点
に
あ
る
の
か
を
考
え
つ
つ
で
き
る
か
ぎ
り
正
確
に
整

理
す
る
こ
と
で
今
後
の
検
討
の
手
が
か
り
を
得
る
こ
と
に
し
た
い
。

二
　
岡
松
の
合
同
行
為
論

１
　
合
同
行
為
概
念

岡
松
の
合
同
行
為
論
（
９
）

は
、
大
正
期
と
い
う
時
代
背
景
も
あ
っ
て
か
、
当
時
の
ド
イ
ツ
法
学
の
成
果
を
存
分
に
吸
収
し
て
い
る
が
、
し
か

し
単
な
る
コ
ピ
ー
に
と
ど
ま
る
も
の
で
も
な
い
。
彼
自
身
の
独
自
の
分
析
も
見
ら
れ
、
ま
た
そ
の
後
の
わ
が
国
の
学
説
に
強
い
影
響
を
与

）
五
五
二
一
（
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十
八
巻
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号
（
二
〇
二
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年
二
月
）

二
七
六

え
て
い
る
。
も
っ
と
も
こ
の
「
合
同
行
為
（G

esam
m
takt

）」
な
る
語
の
由
来
で
あ
る
一
九
世
紀
後
半
の
議
論
に
遡
る
と
き
、
岡
松
の
よ

う
に
私
法
で
あ
る
民
法
の
法
律
行
為
論
の
分
類
と
し
て
の
み
検
討
す
る
の
が
適
切
で
あ
る
か
は
考
慮
す
る
余
地
が
あ
ろ
う
。
こ
の
語
の
由

来
と
も
指
摘
さ
れ
る
ギ
ー
ル
ケ
は
会
社
（G

esellschaft

）
お
よ
び
国
家
（S
taat

）
に
お
け
る
設
立
行
為
（G

ründungsakt

）
か
ら
こ
の
概
念

を
構
想
し
て
い
た
か
ら
で
あ
る
（
10
）

。
し
か
し
、
こ
こ
で
は
ひ
と
ま
ず
岡
松
の
分
析
視
点
に
即
し
て
、
上
記
に
述
べ
た
よ
う
に
そ
の
法
律
行
為

論
と
し
て
の
合
同
行
為
概
念
を
忠
実
に
整
理
し
、
検
討
の
方
向
性
を
探
る
こ
と
に
と
ど
め
た
い
。

⑴

　一
方
行
為
・
双
方
行
為
の
区
別

法
律
行
為
の
種
類
に
つ
い
て
一
方
行
為
と
双
方
行
為
の
区
別
が
あ
る
が
、
従
来
の
学
説
状
況
（
11
）

に
対
し
次
の
よ
う
に
二
点
指
摘
す
る
。

第
一
に
、「
從
來
此
區
別
ヲ
以
テ
意
思
表
示
ノ
數
ニ
依
ル
區
別
ナ
リ
ト
シ
一
箇
ノ
意
思
表
示
ヨ
リ
成
ル
モ
ノ
ハ
一
方
行
爲
ニ
シ
テ
二
箇

又
ハ
二
箇
以
上
ノ
意
思
表
示
ヨ
リ
成
ル
モ
ノ
ハ
雙
方
行
爲
ナ
リ
ト
（
12
）

」
す
る
。
従
来
の
学
説
は
こ
の
区
別
を
、
意
思
表
示
そ
の
も
の
の
区
別

で
あ
る
か
の
よ
う
に
、
も
し
く
は
意
思
表
示
の
区
別
か
ら
来
た
法
律
行
為
の
区
別
で
あ
る
か
の
よ
う
に
認
め
る
者
が
多
い
よ
う
で
あ
る
が
、

こ
の
区
別
は
法
律
行
為
の
区
別
で
あ
っ
て
意
思
表
示
の
区
別
で
は
な
い
、
と
い
う
。

さ
ら
に
、
重
要
な
指
摘
で
あ
る
が
、
意
思
表
示
の
数
に
基
づ
く
区
別
で
は
な
く
、「
當
事
者
（P

artei

）
ノ
數
ニ
基
ク
區
別
ナ
リ
（
13
）

」
と
い

う
。
す
な
わ
ち
「
一
ノ
當
事
者
（
即
一
方
ノ
當
事
者
）
ヲ
要
ス
ル
法
律
行
爲
ハ
一
方
行
爲
ニ
シ
テ
二
又
ハ
二
以
上
ノ
當
事
者
（
二
方
又
ハ
多

方
ノ
當
事
者
）
ヲ
要
ス
ル
法
律
行
爲
ハ
雙
方
行
爲
（
多
方
行
爲
）
タ
ル
ナ
リ
（
14
）

」
と
し
て
、
決
し
て
意
思
表
示
そ
の
も
の
の
数
に
よ
る
区
別
で

は
な
く
、
ま
た
法
律
行
為
に
関
与
す
る
人
の
数
に
よ
る
区
別
で
も
な
い
、
と
い
う
。
こ
の
点
は
、
当
事
者
の
数
に
着
眼
す
る
多
角
的
法
律

行
為
に
関
す
る
近
時
の
議
論
か
ら
み
て
重
要
な
指
摘
が
含
ま
れ
て
い
る
。

）
五
五
二
一
（



合
同
行
為
論
に
つ
い
て
（
中
山
）

二
七
七

第
二
に
、
一
方
行
為
を
区
別
し
て
、
さ
ら
に
受
領
を
要
す
る
も
の
と
受
領
を
要
し
な
い
も
の
が
あ
る
と
の
区
別
を
主
張
す
る
者
が
あ
る
。

し
か
し
、
受
領
を
要
す
る
か
否
か
は
、
意
思
表
示
の
区
別
で
あ
っ
て
こ
れ
を
法
律
行
為
と
し
て
の
一
方
行
為
の
区
別
と
す
る
の
は
誤
り
で

あ
る
、
と
い
う
。
受
領
を
要
す
る
か
否
か
は
契
約
の
場
合
に
も
適
用
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
ド
イ
ツ
法
に
お
い
て
契
約
に
お
け
る
承
諾
の

意
思
表
示
は
受
領
を
要
す
る
意
思
表
示
で
、
わ
が
国
に
お
い
て
は
受
領
を
要
し
な
い
も
の
が
あ
る
（
民
法
（
旧
）
五
二
六
条
、
隔
地
者
間
の

契
約
の
成
立
時
期
）
と
。

⑵

　一
方
行
為
・
多
方
行
為
へ
の
展
開

一
方
行
為
・
双
方
行
為
の
区
別
か
ら
始
め
た
岡
松
の
記
述
は
、
や
が
て
一
方
行
為
・
多
方
行
為
へ
の
区
別
へ
と
展
開
さ
れ
る
。
ク
ン

ツ
ェ
の
提
唱
に
か
か
る
合
同
行
為
説
が
登
場
し
て
以
来
、
一
方
行
為
・
双
方
行
為
の
区
別
が
完
全
で
は
な
い
こ
と
が
ド
イ
ツ
で
認
め
ら
れ
、

当
時
に
お
い
て
す
で
に
、
法
律
行
為
は
一
方
行
為
お
よ
び
多
方
行
為
に
区
別
す
べ
き
も
の
と
さ
れ
た
と
し
、
岡
松
も
こ
の
区
別
に
従
う
と

い
う
（
15
）

。
そ
の
た
め
一
方
（einseitig

）
行
為
と
並
ん
で
多
方
（m

ehrseitig

）
行
為
と
い
う
分
類
と
な
り
、
多
方
行
為
の
中
に
双
方
行
為
が
吸

収
さ
れ
、
そ
の
中
に
合
同
行
為
が
加
わ
る
と
い
う
構
成
と
な
る
。

⑶

　一
方
行
為

一
方
行
為
と
は
、
上
述
の
よ
う
に
一
「
当
事
者
」
の
意
思
表
示
よ
り
成
立
す
る
法
律
行
為
で
あ
る
と
さ
れ
る
（
16
）

。
通
常
一
個
の
意
思
表
示

よ
り
成
立
す
る
が
、
必
ず
し
も
そ
う
で
は
な
い
。
た
と
え
ば
、
二
人
の
共
同
賃
借
人
が
解
約
の
申
込
み
を
な
す
場
合
に
は
、
二
個
の
意
思

表
示
を
必
要
と
す
る
。
こ
の
場
合
に
は
「
當
事
者
ハ
一
ナ
リ
」（E

ine P
artei

）、
つ
ま
り
二
個
の
意
思
表
示
が
存
在
し
な
が
ら
「
当
事
者
」

）
五
五
二
一
（



日
本
法
学
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八
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八
巻
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四
号
（
二
〇
二
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年
二
月
）

二
七
八

と
し
て
は
一
個
と
な
る
。
相
手
方
た
る
当
事
者
の
意
思
表
示
を
必
要
と
し
な
い
の
で
、
こ
の
共
同
賃
借
人
の
解
約
の
申
込
み
も
ま
た
一
方

行
為
で
あ
る
。
こ
の
ほ
か
さ
ら
に
、「
一
當
事
者
ノ
意
思
表
示
ノ
有
効
ナ
ル
カ
爲
ニ
他
ノ
補
充
的
意
思
表
示
（
17
）

ヲ
要
ス
ル
モ
亦
同
シ
（
18
）

」
で
あ

り
、
た
と
え
ば
未
成
年
者
が
解
約
申
入
れ
を
な
し
後
見
人
が
こ
れ
に
同
意
す
る
場
合
で
あ
る
。
二
つ
の
意
思
表
示
が
存
在
す
る
が
、
な
お

一
当
事
者
の
意
思
表
示
か
ら
な
る
法
律
行
為
で
あ
っ
て
、
一
方
行
為
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
一
方
行
為
で
あ
る
か
否
か
は
、「
當
事
者

（P
artei

）
ノ
數
」、
す
な
わ
ち
「
一
方
ノ
當
事
者
ヲ
要
ス
ル
ヤ
多
方
ノ
當
事
者
ヲ
要
ス
ル
ヤ
」
に
よ
っ
て
決
す
べ
き
も
の
で
あ
っ
て
、「
意

思
表
示
ノ
數
又
ハ
法
律
行
為
関
係
者
ノ
數
ニ
依
リ
（
19
）

」
決
す
べ
き
も
の
で
は
な
い
と
す
る
。

⑷

　多
方
行
為

多
方
行
為
と
は
、「
二
又
ハ
二
以
上
ノ
當
事
者
ノ
意
思
表
示
ヨ
リ
成
ル
法
律
行
為
（
20
）

」
で
あ
り
、
多
方
行
為
は
「
今
日
ハ
通
常
之
ヲ
分
チ

テ
契
約
及
合
同
行
為
（V

ertrag u. G
esam

takt
）
ノ
二
種
ト
爲
ス
（
21
）

」。
以
降
、
契
約
は
二
つ
の
当
事
者
の
意
思
表
示
か
ら
成
立
す
る
こ
と
が

明
ら
か
で
あ
る
か
ら
、
合
同
行
為
の
分
析
に
移
行
す
る
。
こ
こ
で
、
ド
イ
ツ
の
学
説
の
中
に
、
契
約
に
も
合
同
行
為
に
も
属
さ
な
い
多
方

行
為
が
あ
る
こ
と
を
主
張
す
る
学
者
が
い
る
こ
と
を
指
摘
し
た
上
で
、
こ
れ
ら
の
学
説
の
多
く
は
、
合
同
行
為
を
狭
く
解
し
て
、
後
に
岡

松
自
身
が
独
自
に
析
出
す
る
「
共
同
行
為
」
の
み
を
指
す
も
の
で
あ
る
と
し
て
批
判
す
る
（
22
）

。
そ
れ
ゆ
え
、
そ
れ
ら
の
学
説
は
、
決
議
や
法

人
設
立
行
為
な
ど
を
合
同
行
為
で
は
な
い
多
方
行
為
で
あ
る
と
す
る
が
、
こ
れ
は
岡
松
が
分
析
す
る
よ
う
に
合
同
行
為
の
観
念
を
正
当
に

定
め
る
と
き
は
、
み
な
こ
の
合
同
行
為
に
入
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
る
と
い
う
。
そ
の
ほ
か
、
共
同
遺
言
は
二
つ
の
遺
言
の
合
併
で
あ
っ
て
、

特
殊
の
行
為
で
は
な
い
。
ま
た
コ
ー
ラ
ー
（K

ohler

）
が
挙
げ
る
多
方
行
為
と
す
る
種
々
の
行
為
は
こ
と
ご
と
く
契
約
で
あ
る
と
い
う
（
23
）

。

）
五
五
一
一
（



合
同
行
為
論
に
つ
い
て
（
中
山
）

二
七
九

２
　
合
同
行
為
の
分
類

⑴

　三
つ
の
分
類

合
同
行
為
の
概
念
は
、
ド
イ
ツ
法
学
に
お
い
て
は
一
般
に
用
い
ら
れ
る
よ
う
に
は
な
っ
た
が
、
近
年
は
そ
の
不
当
な
拡
張
が
見
ら
れ
る

と
し
て
、
岡
松
自
身
は
さ
ら
に
検
討
を
加
え
、
以
下
の
四
種
類
に
分
類
す
る
の
が
正
当
で
あ
る
と
い
う
。

㈠
　
集
合
行
為

複
数
の
当
事
者
が
「
内
容
ヲ
同
フ
ス
ル
集
合
的
意
思
表
示
ヲ
爲
ス
場
合
（
24
）

」
で
あ
り
、
決
議
（B

eschluss

）
と
選
挙
（W

ahl

）
が
こ
れ
に

属
す
る
。

㈡
　
結
合
行
為

複
数
の
当
事
者
が
「
内
容
ヲ
同
フ
ス
ル
竝
行
的
意
思
表
示
ヲ
爲
ス
場
合
（
25
）

」
で
あ
り
、
法
人
や
団
体
の
設
立
行
為
が
こ
れ
に
属
す
る
。

㈢
　
共
同
行
為

数
人
が
一
当
事
者
と
し
て
「
内
容
ヲ
同
フ
ス
ル
數
意
思
表
示
ヲ
爲
ス
場
合
（
26
）

」
で
あ
り
、
共
有
者
が
共
同
に
地
役
権
を
設
定
し
、
契
約
の

一
方
の
当
事
者
た
る
数
人
が
共
同
に
解
約
申
入
を
な
す
場
合
を
い
う
。

㈣
　
同
意
行
為

一
人
の
意
思
表
示
に
他
の
一
人
が
同
意
を
な
す
場
合
で
あ
り
、
未
成
年
者
の
意
思
表
示
に
後
見
人
が
同
意
を
な
し
、
代
理
人
の
権
限
超

越
の
行
為
を
本
人
が
追
認
す
る
場
合
、
す
な
わ
ち
同
意
行
為
で
あ
る
。

）
五
五
一
五
（



日
本
法
学

　第
八
十
八
巻
第
四
号
（
二
〇
二
三
年
二
月
）

二
八
〇

以
上
の
四
種
類
の
行
為
の
中
で
、
㈠
の
集
合
行
為
と
㈡
の
結
合
行
為
は
真
の
合
同
行
為
で
あ
る
が
、
㈢
の
共
同
行
為
と
㈣
の
同
意
行
為

は
合
同
行
為
の
中
に
入
る
資
格
が
あ
る
か
は
疑
問
が
あ
り
、
検
討
の
結
果
後
述
の
よ
う
に
岡
松
は
合
同
行
為
に
入
れ
る
べ
き
で
は
な
い
と

い
う
。
こ
の
点
に
つ
き
、
後
の
わ
が
国
の
批
判
の
中
で
、
岡
松
の
除
外
し
た
㈢
と
㈣
の
類
型
を
対
象
に
し
た
も
の
は
、
岡
松
合
同
行
為
論

に
は
妥
当
し
な
い
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。

⑵

　各
種
の
分
類
に
つ
い
て

ア
　
㈢
の
共
同
行
為
に
つ
い
て
は
、
数
人
が
一
当
事
者
と
し
て
共
同
的
意
思
表
示
を
な
す
場
合
で
あ
り
、
前
述
の
よ
う
に
、
共
有
者
の

地
役
権
設
定
、
数
人
の
共
同
賃
借
人
の
解
約
申
入
れ
、
会
社
の
複
数
の
取
締
役
が
共
同
し
て
法
律
行
為
を
な
す
場
合
な
ど
で
あ
る
。
こ
の

よ
う
な
共
同
的
意
思
表
示
を
な
す
場
合
を
合
同
行
為
と
し
て
認
め
る
学
説
は
、
こ
れ
を
法
律
行
為
の
一
種
と
し
て
き
た
。

し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
よ
う
な
共
同
行
為
は
契
約
で
は
な
い
。
共
同
行
為
の
場
合
、
法
律
行
為
に
関
与
す
る
者
が
数
人
い
て
数
個
の
意

思
表
示
が
あ
り
、
そ
の
意
思
表
示
に
よ
っ
て
法
律
上
の
効
果
が
生
ず
る
の
で
あ
る
か
ら
、
契
約
に
き
わ
め
て
類
似
す
る
が
、
契
約
は
こ
れ

と
異
な
る
。
契
約
の
場
合
、「
其
數
人
ノ
關
與
者
ハ
異
ナ
リ
タ
ル
相
對
立
ス
ル
當
事
者
タ
ル
身
分
ヲ
有
シ
且
其
意
思
表
示
ハ
相
互
ニ
對
シ

テ
爲
サ
レ
又
其
意
思
表
示
ハ
數
人
ニ
對
シ
各
異
ナ
リ
タ
ル
意
義
（B

edeutung

）
ヲ
有
ス
（
27
）

」。
た
と
え
ば
、
一
方
は
か
な
り
高
く
売
ろ
う
と

欲
し
、
多
方
は
か
な
り
安
く
買
わ
ん
と
欲
す
る
よ
う
な
も
の
を
い
う
。

こ
れ
に
対
し
て
、
共
同
行
為
の
場
合
は
、
そ
の
数
人
の
関
与
者
は
「
相
合
シ
テ
一
方
ノ
當
事
者
ヲ
成
シ
即
數
人
ハ
共
同
當
事
者

P
arteigenossen

ナ
リ
（
28
）

」、
か
つ
そ
の
意
思
表
示
は
並
行
的
に
な
さ
れ
、
ま
た
各
人
の
意
思
表
示
は
各
人
に
対
し
同
一
の
意
義
を
有
す
る
。

し
た
が
っ
て
、
こ
の
よ
う
な
共
同
行
為
は
契
約
と
は
明
確
に
区
別
す
る
必
要
が
あ
る
と
い
う
の
で
あ
る
。

）
五
五
一
五
（



合
同
行
為
論
に
つ
い
て
（
中
山
）

二
八
一

そ
の
上
で
、
こ
の
よ
う
な
共
同
行
為
を
契
約
と
対
立
す
る
よ
う
な
法
律
行
為
の
一
分
類
と
す
る
こ
と
は
誤
り
で
あ
る
と
い
う
。
数
人
が

数
個
の
意
思
表
示
を
な
し
て
相
互
に
協
力
し
た
と
し
て
も
、
そ
の
こ
と
の
ゆ
え
に
な
ん
ら
特
別
の
効
果
を
生
ず
る
こ
と
は
な
い
。
同
一
の

法
律
行
為
は
、
数
人
が
共
同
し
て
な
そ
う
が
、
一
人
が
こ
れ
を
な
そ
う
が
、
そ
の
効
果
に
お
い
て
異
な
る
こ
と
は
な
い
。
す
な
わ
ち
、
い

わ
ゆ
る
共
同
行
為
な
る
も
の
は
法
律
行
為
の
種
類
で
は
な
く
、
意
思
表
示
の
一
方
法
に
す
ぎ
な
い
の
で
あ
る
。
言
い
換
え
れ
ば
、「
共
同

行
為
ナ
ル
モ
ノ
ハ
契
約
ノ
如
ク
一
ノ
法
律
行
為
ヲ
成
ス
モ
ノ
ニ
ア
ラ
ス
単
純
ナ
ル
一
法
律
事
實
ト
シ
テ
法
律
行
為
ノ
一
構
成
部
分
ヲ
成
ス

ニ
過
キ
ス
（
29
）

」。
先
の
例
に
即
し
て
い
え
ば
、
数
人
の
共
同
賃
借
人
の
解
約
申
入
れ
は
一
方
行
為
の
場
合
に
お
け
る
共
同
行
為
で
あ
り
、
数

人
が
共
同
し
て
な
す
申
込
み
は
契
約
の
場
合
に
お
け
る
共
同
行
為
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
合
同
行
為
の
場
合
に
も
共
同
行
為
が
生
ず
る
こ
と

は
あ
る
。
株
式
の
共
有
者
が
株
主
総
会
決
議
に
加
入
す
る
場
合
が
そ
れ
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
意
思
表
示
の
一
方
法
で
あ
る
か
ら
、
共
同
行
為
は
各
種
の
法
律
行
為
に
お
い
て
存
在
が
認
め
ら
れ
る
こ
と
が
あ
る
が
、
そ

れ
自
体
が
「
特
種
ノ
法
律
行
為
（
30
）

」
を
な
す
も
の
で
は
な
い
こ
と
に
な
る
。
当
事
者
と
い
う
概
念
を
用
い
る
な
ら
ば
、
岡
松
に
よ
れ
ば
、
法

律
行
為
は
「
其
當
事
者
カ
單
一
ノ
人
ヨ
リ
成
ル
場
合
ニ
ハ
單
獨
的
意
思
表
示
ヲ
含
ミ
其
當
事
者
カ
數
人
ヨ
リ
成
ル
場
合
ニ
ハ
共
同
的
意
思

表
示
ヲ
含
ム
モ
ノ
」
と
す
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
に
、
共
同
行
為
な
る
概
念
は
法
律
行
為
か
ら
も
合
同
行
為
か
ら
も
除
か
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
こ
と
に
な
る
。
な
お
上
記
の
論
旨
の
展
開
は
ク
ン
ツ
ェ
に
よ
る
も
の
で
は
な
い
。
ク
ン
ツ
ェ
以
降
の
ド
イ
ツ
の
諸
学
説
に
依
拠
し

て
い
る
こ
と
は
引
用
文
献
か
ら
確
認
で
き
る
（
31
）

。

他
方
に
お
い
て
、
こ
れ
ら
の
学
説
は
、
合
同
行
為
を
共
同
行
為
の
み
に
限
る
と
し
た
り
、
あ
る
い
は
他
の
合
同
行
為
も
共
同
行
為
と
同

じ
性
質
の
も
の
と
し
て
、
ま
た
合
同
行
為
は
す
べ
て
法
律
行
為
で
は
な
い
と
し
て
、
合
同
行
為
の
観
念
を
排
斥
す
る
に
至
っ
て
い
る
が
、

そ
れ
は
適
切
で
は
な
い
。
共
同
行
為
と
は
ま
っ
た
く
性
質
を
異
に
す
る
、
特
種
の
法
律
行
為
た
る
性
質
を
有
す
る
集
合
行
為
と
結
合
行
為

）
五
五
一
一
（
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二
八
二

が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。

イ
　
同
意
行
為
に
つ
い
て

同
意
行
為
は
、「
數
人
カ
主
タ
ル
關
係
者
及
従
タ
ル
關
係
者
ト
シ
テ
一
法
律
行
爲
ニ
共
力
ス
ル
場
合
ニ
シ
テ
法
律
上
一
人
ノ
行
爲
ニ
依

リ
テ
ハ
完
全
ナ
ル
効
果
ヲ
生
ス
ル
能
ハ
サ
ル
カ
爲
ニ
他
ノ
人
格
ノ
共
力
的
行
爲
ヲ
要
ス
ル
場
合
ニ
生
ス
ル
（
32
）

」
も
の
で
、
同
意
、
追
認
、
承

認
等
の
場
合
を
い
う
。

岡
松
は
、
同
意
行
為
が
契
約
で
は
な
い
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
が
、
こ
れ
を
特
種
の
法
律
行
為
と
し
て
合
同
行
為
の
中
に
入
れ
る
こ
と

は
誤
り
だ
と
い
う
。
と
い
う
の
は
、
合
同
行
為
で
あ
る
た
め
に
は
「
數
當
事
者
ア
リ
テ
其
當
事
者
ノ
同
一
内
容
ヲ
有
ス
ル
竝
行
的
意
思
表

示
ノ
合
致
ニ
因
リ
テ
法
律
上
ノ
効
果
ヲ
生
ス
ル
場
合
（
33
）

」
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
と
こ
ろ
が
、
同
意
の
場
合
に
は
、
第
一
に
法
律
行
為
の

当
事
者
た
る
も
の
は
主
た
る
関
係
者
（
た
と
え
ば
未
成
年
者
）
一
人
で
あ
る
。
そ
の
行
為
は
結
局
そ
の
者
の
行
為
で
あ
っ
て
、
同
意
者
（
た

と
え
ば
後
見
人
）
は
そ
の
法
律
行
為
の
当
事
者
で
は
な
い
。
ま
っ
た
く
独
立
し
た
同
意
な
る
行
為
の
当
事
者
に
す
ぎ
な
い
。
第
二
に
、
同

意
の
意
思
表
示
は
、
多
く
は
主
た
る
関
係
者
に
対
し
て
な
さ
れ
、
相
手
方
に
対
し
て
な
さ
れ
る
も
の
で
は
な
い
。
し
た
が
っ
て
各
自
の
意

思
表
示
は
並
行
的
に
な
さ
れ
る
も
の
で
は
な
い
。
た
だ
、
追
認
の
場
合
の
よ
う
に
、
同
意
の
意
思
表
示
が
相
手
方
に
対
し
て
な
さ
れ
る
場

合
が
あ
る
が
、
こ
の
場
合
、
各
自
の
意
思
表
示
は
並
行
的
に
な
さ
れ
る
と
言
い
う
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
そ
の
内
容
は
同
一
で
は
な
い
。

一
つ
は
法
律
行
為
を
な
す
意
思
表
示
で
あ
る
が
、
も
う
一
つ
は
こ
の
法
律
行
為
を
な
す
こ
と
を
是
認
す
る
意
思
表
示
で
あ
る
。
第
三
に
、

同
意
の
場
合
に
は
意
思
表
示
の
合
致
な
る
も
の
が
あ
る
こ
と
は
な
い
。
内
容
を
異
に
す
る
意
思
表
示
が
合
致
を
生
ず
べ
き
理
由
は
な
い
。

た
だ
、
一
つ
の
意
思
表
示
が
他
の
意
思
表
示
を
補
充
す
る
に
す
ぎ
な
い
の
で
あ
る
。

）
五
五
一
一
（



合
同
行
為
論
に
つ
い
て
（
中
山
）

二
八
三

要
す
る
に
、
同
意
行
為
の
場
合
に
は
、
主
た
る
法
律
行
為
と
同
意
と
い
う
法
律
行
為
と
の
二
個
の
独
立
し
た
法
律
行
為
が
存
す
る
も
の

で
あ
っ
て
、「
數
個
ノ
意
思
表
示
ヨ
リ
成
ル
特
種
ノ
法
律
行
爲
ア
ル
ニ
ア
ラ
ス
（
34
）

」
と
な
る
。
し
た
が
っ
て
合
同
行
為
の
中
に
入
る
も
の
で

は
な
い
と
い
う
。

ウ
　
合
同
行
為
の
性
質

以
上
の
よ
う
に
、
従
来
共
同
行
為
や
同
意
行
為
を
も
合
同
行
為
と
し
て
き
た
学
説
を
批
判
し
、
こ
れ
ら
の
行
為
を
合
同
行
為
か
ら
除
き
、

上
述
の
㈠
集
合
行
為
と
㈡
結
合
行
為
が
合
同
行
為
で
あ
る
と
す
る
。
そ
こ
で
、
合
同
行
為
が
契
約
と
異
な
る
点
、
お
よ
び
一
方
的
意
思
表

示
と
異
な
る
点
に
つ
い
て
論
究
す
る
。
岡
松
は
各
学
説
に
応
接
し
て
細
か
く
論
じ
て
い
る
が
、
本
稿
の
視
点
と
の
関
係
で
そ
の
点
は
割
愛

す
る
。
そ
し
て
契
約
と
の
真
の
区
別
の
標
準
を
以
下
の
二
点
に
求
め
る
。

１
）
団
体
関
係
に
お
い
て

契
約
に
お
い
て
は
、「
意
思
表
示
ハ
數
人
格
（M

ehrere Individualien

）
ノ
事
務
ニ
關
ス
」
る
が
、
合
同
行
為
に
お
い
て
は
「
意
思
表
示

ハ
一
團
體
ノ
事
務
ニ
關
ス
」
る
。
そ
し
て
こ
こ
で
い
う
団
体
と
い
う
の
は
必
ず
し
も
法
人
に
限
ら
ず
、
組
合
た
る
こ
と
が
あ
り
、
法
人
格

な
き
社
団
た
る
こ
と
が
あ
る
。「
是
合
同
行
為
ハ
團
體
關
係
ニ
ア
ラ
サ
レ
ハ
生
セ
サ
ル
所
以
ナ
リ
（
35
）

」
と
い
う
。
こ
の
よ
う
に
団
体
関
係
の

存
否
は
契
約
と
合
同
行
為
と
を
区
別
す
る
重
要
な
標
準
と
さ
れ
る
。

）
五
五
一
二
（
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２
）
意
思
表
示
の
交
換
と
合
同

契
約
に
お
い
て
は
、「
意
思
表
示
ノ
交
換
（A

ustausch

）
ヲ
目
的
ト
ス
（
36
）

」。
そ
れ
ゆ
え
に
「
各
當
事
者
ハ
相
對
立
シ
其
爲
ス
意
思
表
示
ハ

相
對
向
ス
（E

ntgegengesetzte W
. E

. （
37
）

）」。
す
な
わ
ち
、
そ
の
目
的
は
意
思
表
示
を
交
換
す
る
こ
と
で
あ
る
か
ら
、
各
当
事
者
は
相
互
に

対
立
し
、
そ
の
当
事
者
が
な
す
意
思
表
示
は
相
互
に
対
向
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
。

こ
れ
に
対
し
て
、
合
同
行
為
に
お
い
て
は
、「
意
思
表
示
ノ
合
同
（Z

usam
m

entreffen

）
ヲ
目
的
ト
ス
（
38
）

」。
そ
れ
ゆ
え
に
「
各
當
事
者
ハ

相
竝
立
シ
其
爲
ス
所
ノ
意
思
表
示
ハ
相
幷
行
ス
（P

arallele W
. E

.

）。
す
な
わ
ち
、
そ
の
目
的
は
合
同
（zusam

m
entreffen

）
に
あ
る
か
ら
、

各
当
事
者
が
相
互
に
並
立
し
て
い
て
、
そ
の
当
事
者
が
な
す
意
思
表
示
を
相
互
に
並
行
し
て
な
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
。

zusam
m

entreffen

を
「
合
同
」
と
す
る
訳
語
に
つ
い
て
は
、zusam

m
entreffen

の
語
義
がsich treffen

で
あ
る
（
39
）

か
ら
、
人
に
た
と
え

て
「
あ
る
場
所
で
同
時
に
会
う
」、
あ
る
い
は
人
で
は
な
く
「
一
つ
に
合
わ
せ
る
こ
と
」
と
い
う
語
義
も
見
ら
れ
る
の
で
、「
合
同
」
と
い

う
訳
語
で
適
切
で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
。

こ
の
よ
う
に
岡
松
は
、
契
約
と
合
同
行
為
と
は
、
団
体
関
係
の
存
否
に
加
え
、
当
事
者
の
立
場
、
お
よ
び
意
思
表
示
の
三
点
に
お
い
て

差
異
が
あ
る
と
い
う
。

こ
の
結
果
と
し
て
、
契
約
に
お
い
て
は
本
来
意
思
表
示
の
交
換
を
目
的
と
す
る
か
ら
、
双
方
の
意
思
表
示
（
申
込
み
と
承
諾
）
は
原
則

と
し
て
時
を
異
に
す
べ
き
で
あ
る
一
方
、
合
同
行
為
に
お
い
て
は
本
来
意
思
表
示
の
合
同
を
目
的
と
す
る
か
ら
、
当
事
者
の
意
思
表
示
は

原
則
と
し
て
同
時
に
為
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
い
う
。
こ
こ
で
岡
松
は
意
思
表
示
の
同
時
性
の
存
否
を
両
者
の
差
異
に
挙
げ
る
。
も
ち
ろ

ん
い
ず
れ
に
お
い
て
も
常
に
同
時
で
あ
る
こ
と
を
要
求
す
る
も
の
で
な
く
、
個
々
の
事
例
に
よ
っ
て
は
時
間
差
も
生
じ
る
こ
と
は
認
め
つ

つ
、
し
た
が
っ
て
原
則
的
な
差
異
に
止
ま
る
と
い
う
も
の
で
あ
る
（
40
）

。
こ
れ
を
上
記
の
三
点
に
加
え
、
四
点
目
め
の
差
異
と
す
る
こ
と
が
で

）
五
五
一
一
（



合
同
行
為
論
に
つ
い
て
（
中
山
）

二
八
五

き
る
。

３
）
一
方
的
意
思
表
示
の
集
合
と
の
区
別

契
約
で
は
な
い
と
さ
れ
る
合
同
行
為
は
、
そ
れ
で
も
結
局
は
一
方
的
意
思
表
示
の
集
合
で
は
な
い
か
と
批
判
さ
れ
る
こ
と
が
あ
る
。
し

か
し
な
が
ら
、
合
同
行
為
に
お
け
る
各
意
思
表
示
は
そ
れ
が
独
立
し
て
は
何
ら
効
果
を
生
ず
る
も
の
で
は
な
く
、
各
意
思
表
示
が
そ
れ
自

体
独
立
し
て
一
つ
の
法
律
行
為
を
な
す
と
い
う
こ
と
も
な
い
。
そ
こ
が
集
合
し
て
な
さ
れ
た
一
方
的
意
思
表
示
と
の
違
い
で
あ
り
、
ま
た

同
意
の
場
合
の
よ
う
に
独
立
し
た
法
律
行
為
の
集
合
と
す
る
こ
と
も
で
き
な
い
。
結
局
は
各
意
思
表
示
が
合
同
し
て
一
つ
の
法
律
行
為
を

な
す
も
の
な
の
で
あ
る
。

先
に
挙
げ
た
共
同
行
為
に
お
い
て
は
、
そ
の
複
数
の
関
与
者
は
「
相
合
シ
テ
一
方
ノ
當
事
者
ヲ
成
」
す
共
同
当
事
者
で
あ
っ
て
、
そ
こ

で
各
自
が
一
方
的
意
思
表
示
を
な
し
た
場
合
、
あ
た
か
も
合
同
行
為
で
あ
る
か
の
よ
う
に
解
さ
れ
る
。
そ
し
て
ク
ン
ツ
ェ
の
よ
う
に
実
際

そ
の
よ
う
に
理
解
す
る
学
説
も
あ
る
。
し
か
し
、
そ
の
よ
う
な
一
方
的
意
思
表
示
の
単
純
な
集
合
で
は
な
く
、
集
合
行
為
で
あ
る
決
議
や
、

結
合
行
為
で
あ
る
団
体
設
立
行
為
と
い
う
合
同
行
為
で
は
、「
各
人
カ
獨
立
ノ
當
事
者
ト
シ
テ
獨
立
ナ
ル
數
箇
ノ
意
思
表
示
ヲ
爲
ス
コ
ト

ヲ
要
素
（
41
）

」
と
す
る
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
合
同
に
よ
り
特
別
の
効
果
を
生
じ
、
そ
れ
ゆ
え
に
特
種
の
法
律
行
為
と
な
す
も
の
で
あ
る
、
と
す

る
。エ

　
集
合
行
為

合
同
行
為
と
さ
れ
る
集
合
行
為
の
具
体
例
と
し
て
、
岡
松
は
決
議
と
選
挙
を
挙
げ
る
。
決
議
は
、
古
く
は
契
約
と
さ
れ
た
こ
と
が
あ
る

）
五
五
一
一
（
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が
、
今
で
は
「
契
約
ヲ
離
レ
一
種
ノ
法
律
行
爲
ヲ
爲
ス
コ
ト
ハ
多
少
ノ
異
論
ナ
キ
ニ
ア
ラ
サ
ル
モ
今
日
ニ
於
テ
ハ
一
般
ニ
是
認
セ
ラ
ル
ル

モ
ノ
」
と
さ
れ
る
（
42
）

。
た
だ
し
、
法
律
行
為
で
な
い
決
議
も
あ
る
が
、
法
律
行
為
と
さ
れ
る
決
議
に
限
定
さ
れ
る
（
43
）

。

選
挙
が
合
同
行
為
で
あ
る
こ
と
を
明
瞭
に
言
明
す
る
学
者
は
少
な
い
が
、
法
律
行
為
た
る
選
挙
は
結
局
選
挙
と
い
う
決
議
に
外
な
ら
な

い
の
で
あ
る
か
ら
、
結
局
決
議
の
一
種
で
あ
り
、
合
同
行
為
と
な
ら
ざ
る
を
え
な
い
（
44
）

。
た
だ
し
、
こ
こ
で
も
法
律
行
為
と
さ
れ
る
選
挙
に

限
定
さ
れ
る
。

オ
　
結
合
行
為

合
同
行
為
と
さ
れ
る
結
合
行
為
の
例
は
、
団
体
設
立
行
為
で
あ
る
。
決
議
は
前
述
の
通
り
一
般
の
認
め
る
と
こ
ろ
で
あ
る
と
さ
れ
た
が
、

結
合
行
為
、
こ
と
に
法
人
設
立
行
為
に
つ
い
て
は
必
ず
し
も
そ
う
で
は
な
い
。
あ
る
い
は
法
律
行
為
で
な
い
と
し
、
あ
る
い
は
契
約
と
同

視
す
る
立
場
も
あ
り
、
あ
る
い
は
ま
た
決
議
と
同
視
す
る
者
も
い
る
が
、
そ
の
い
ず
れ
で
も
な
く
、
結
合
行
為
は
一
種
の
合
同
行
為
で
あ

り
、
か
つ
集
合
行
為
た
る
決
議
と
も
そ
の
性
質
を
異
に
す
る
と
い
う
。
場
合
に
よ
っ
て
は
、
決
議
と
設
立
行
為
と
が
同
時
に
生
ず
る
こ
と

が
あ
り
う
る
が
、「
内
部
ニ
於
ケ
ル
決
議
ト
外
部
ニ
對
ス
ル
設
立
行
爲
ト
ハ
尚
觀
念
上
之
ヲ
區
別
セ
サ
ル
ヘ
カ
ラ
ス
（
45
）

」
と
い
う
。

ま
た
結
合
行
為
を
共
同
行
為
と
同
視
す
る
者
も
い
る
が
、
共
同
行
為
は
数
人
が
一
当
事
者
と
し
て
な
す
意
思
表
示
で
あ
っ
て
、
結
合
行

為
は
、
集
合
行
為
と
同
様
に
、「
數
多
ノ
當
事
者
ト
シ
テ
爲
ス
意
思
表
示
」
な
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
間
に
差
異
が
あ
る
。
こ
こ
で
は
当

事
者
が
多
数
存
在
す
る
の
で
あ
っ
て
、
ひ
と
つ
の
当
事
者
で
は
な
い
。

設
立
行
為
は
、
か
つ
て
は
契
約
あ
る
い
は
債
権
契
約
と
同
視
し
た
が
、
ギ
ー
ル
ケ
な
ど
に
よ
り
契
約
で
な
い
こ
と
が
主
張
さ
れ
、
賛
同

も
得
て
今
日
で
は
一
般
に
債
権
契
約
で
な
い
こ
と
が
認
め
ら
れ
て
い
る
と
こ
ろ
、
な
お
近
時
で
は
一
種
の
契
約
で
あ
る
と
の
主
張
を
す
る

）
五
五
一
一
（



合
同
行
為
論
に
つ
い
て
（
中
山
）

二
八
七

者
（
フ
ォ
ン
・
ト
ゥ
ー
ア
（
46
）

）
も
い
る
が
、
契
約
説
を
と
る
彼
も
決
議
は
議
長
に
対
し
意
思
表
示
を
な
す
も
の
で
あ
る
か
ら
、
合
同
行
為
で
あ

る
と
す
る
。
フ
ォ
ン
・
ト
ゥ
ー
ア
自
身
は
、
設
立
行
為
は
な
お
相
互
に
意
思
表
示
を
交
換
し
、
意
思
の
合
致
を
要
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、

契
約
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
と
に
設
立
行
為
は
、
組
合
ま
た
は
法
人
格
な
き
社
団
の
場
合
に
も
存
在
す
る
。
そ
し
て
こ
れ
ら
の
団

体
は
契
約
法
に
従
う
べ
き
も
の
で
あ
る
か
ら
、
設
立
行
為
も
ま
た
契
約
と
な
ら
ざ
る
を
え
な
い
と
す
る
。
法
人
設
立
行
為
も
同
様
で
あ
る
。

こ
れ
に
反
論
し
て
、
岡
松
は
次
の
よ
う
に
い
う
。

第
一
に
、
設
立
行
為
の
意
思
表
示
は
必
ず
し
も
相
手
方
に
対
し
て
な
す
も
の
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
で
は
な
い
。
い
わ
ゆ
る
受

領
を
要
し
な
い
意
思
表
示
と
み
れ
ば
足
り
る
。
フ
ォ
ン
・
ト
ゥ
ー
ア
は
か
よ
う
な
も
の
は
事
実
に
反
す
る
と
い
う
が
、
な
に
ゆ
え
事
実
に

反
す
る
か
は
知
り
得
な
い
。
か
つ
財
団
法
人
の
場
合
に
は
明
ら
か
に
受
領
を
要
し
な
い
意
思
表
示
が
存
す
る
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
。

第
二
に
、
組
合
ま
た
は
法
人
格
な
き
社
団
の
場
合
に
も
設
立
行
為
が
あ
る
の
は
明
ら
か
で
あ
る
が
、
組
合
契
約
と
設
立
行
為
と
は
区
別

せ
ざ
る
を
え
な
い
。
た
だ
、
通
常
、
形
の
上
に
お
い
て
組
合
契
約
の
中
に
設
立
行
為
が
含
ま
れ
る
に
す
ぎ
な
い
。
設
立
行
為
そ
の
も
の
が

契
約
な
の
で
は
な
い
、
と
。

第
三
に
、
設
立
行
為
を
も
っ
て
契
約
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
社
員
の
入
会
ま
た
は
退
会
の
よ
う
な
も
の
も
ま
た
契
約
と
な
ら
ざ
る
を
え
な

い
。
し
か
し
入
会
、
退
会
は
一
方
行
為
を
も
っ
て
こ
れ
を
な
す
こ
と
が
で
き
る
こ
と
は
一
般
に
認
め
ら
れ
て
い
る
、
と
（
47
）

。

カ
　
集
合
行
為
と
結
合
行
為
と
の
区
別

以
上
の
所
論
を
通
じ
て
集
合
行
為
と
結
合
行
為
を
説
明
し
て
き
た
が
、
こ
こ
で
両
者
の
区
別
、
差
異
に
岡
松
は
言
及
す
る
。

集
合
行
為
（
決
議
・
選
挙
）
は
「
内
容
ヲ
同
一
ニ
ス
ル
數
當
事
者
ノ
集
合
的
意
思
表
示
」
に
し
て
、
結
合
行
為
（
設
立
行
為
）
は
「
内
容

）
五
五
一
一
（
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ヲ
同
一
ニ
ス
ル
數
當
事
者
ノ
竝
行
的
意
思
表
示
ナ
リ
」。「
數
當
事
者
」
と
は
複
数
の
当
事
者
の
こ
と
を
い
う
で
あ
ろ
う
か
ら
、
両
者
は
集

合
的
か
、
並
行
的
か
の
違
い
は
あ
れ
、
複
数
の
当
事
者
に
よ
っ
て
な
さ
れ
る
内
容
が
同
一
の
意
思
表
示
と
い
う
こ
と
か
ら
合
同
行
為
と
さ

れ
る
こ
と
に
な
ろ
う
。

こ
れ
を
称
し
て
、「
共
ニ
多
數
ノ
併
行
的
意
思
表
示
ノ
融
合
（V
erschm

elzung

）
ニ
因
リ
法
律
上
ノ
効
力
ヲ
生
ス
ル
モ
ノ
ニ
シ
テ
」、
こ

の
点
に
お
い
て
両
者
は
異
な
る
点
は
な
い
が
、
結
合
行
為
（
設
立
行
為
）
に
お
い
て
は
各
意
思
表
示
は
「
融
合
ス
ル
モ
其
獨
立
ヲ
失
ハ
ス
」、

こ
れ
に
反
し
て
集
合
行
為
（
決
議
・
選
挙
）
に
お
い
て
は
「
融
合
セ
ル
意
思
表
示
ハ
皆
其
獨
立
ヲ
失
ヒ
將
來
唯
集
合
的
意
思
表
示

（G
esam

tw
illenserklärung

）
ト
シ
テ
其
存
在
ヲ
有
ス
ル
ノ
ミ
（
48
）

」
と
す
る
。
そ
の
結
果
、
結
合
行
為
に
お
い
て
は
必
ず
全
員
の
意
思
表
示
が

あ
る
こ
と
を
要
し
、
か
つ
後
よ
り
そ
の
集
合
し
た
意
思
表
示
に
加
入
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
必
ず
全
員
の
意
思
表
示
が
あ
る
こ
と
を

要
す
る
と
い
う
の
は
、
意
思
表
示
を
な
す
者
で
な
け
れ
ば
、
そ
の
合
同
行
為
の
効
果
を
受
け
な
い
と
い
う
意
味
で
あ
る
と
い
う
（
49
）

。
そ
し

て
、
後
よ
り
そ
の
集
合
し
た
意
思
表
示
に
加
入
す
る
と
は
、
後
に
な
っ
て
前
の
設
立
行
為
に
社
員
は
入
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
を
い
い
、

こ
こ
で
は
並
行
的
意
思
表
示
に
新
た
な
る
一
方
の
意
思
表
示
を
付
加
す
る
こ
と
を
い
う
（
50
）

。

こ
れ
に
反
し
て
、
集
合
行
為
に
お
い
て
は
、
多
数
決
に
よ
る
こ
と
が
で
き
る
と
同
時
に
、
後
に
加
入
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
す
な
わ

ち
集
合
行
為
に
お
け
る
意
思
表
示
は
「
時
ヲ
異
ニ
シ
テ
爲
サ
ル
ル
コ
ト
ヲ
得
ス
（
51
）

」、
す
な
わ
ち
同
時
に
な
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で

あ
る
。
も
っ
と
も
決
議
に
関
し
て
は
意
思
決
定
の
方
法
に
つ
い
て
な
お
議
論
が
あ
る
と
い
う
。
と
く
に
、
多
数
決
か
全
員
一
致
か
で
あ
り
、

こ
の
点
岡
松
は
、
合
同
行
為
す
な
わ
ち
決
議
に
お
い
て
多
数
決
を
採
る
場
合
、
決
議
は
そ
の
多
数
者
間
の
み
に
成
立
す
る
の
か
、
全
員
の

決
議
が
成
立
す
る
の
か
は
「
困
難
ナ
ル
問
題
ナ
リ
」
と
い
う
。
一
部
学
説
を
引
用
し
て
、
多
数
者
間
に
決
議
が
成
立
す
る
と
き
は
、
法
規

に
よ
り
全
体
の
決
議
と
看
做
さ
ざ
る
を
え
な
い
と
す
る
に
と
ど
め
て
い
る
。

）
五
五
一
一
（
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　合
同
行
為
の
価
値
に
つ
い
て

以
上
の
よ
う
な
分
析
を
経
て
、
ド
イ
ツ
法
に
お
け
る
議
論
を
検
討
し
た
結
果
、
岡
松
は
従
来
論
じ
ら
れ
て
き
た
合
同
行
為
を
四
種
類
に

分
類
し
、
共
同
行
為
と
同
意
行
為
と
を
合
同
行
為
か
ら
除
外
し
、
残
る
集
合
行
為
と
結
合
行
為
の
二
つ
を
真
の
合
同
行
為
と
し
て
承
認
す

る
。
上
述
し
た
よ
う
に
、
こ
の
二
つ
に
つ
い
て
も
な
お
批
判
は
あ
る
が
、
岡
松
は
同
論
文
の
各
所
で
反
論
し
て
、
そ
の
結
果
、
当
時
の
法

学
に
お
い
て
合
同
行
為
の
観
念
は
も
は
や
動
か
す
こ
と
は
で
き
ず
、
重
要
な
観
念
で
あ
る
と
結
論
づ
け
て
い
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
そ
の
法
学
上
の
価
値
に
至
っ
て
は
「
從
來
頗
過
重
視
サ
レ
タ
ル
ノ
観
ナ
キ
ニ
ア
ラ
ス
（
52
）

」
と
い
う
。
と
い
う
の
も
、
合

同
行
為
に
属
す
べ
き
法
律
行
為
の
数
に
い
た
っ
て
は
、
わ
が
法
典
、
近
世
諸
国
の
法
典
の
上
に
お
い
て
、
集
合
行
為
と
し
て
決
議
（
選
挙

を
含
む
）
と
、
結
合
行
為
と
し
て
団
体
設
立
行
為
が
あ
る
の
み
だ
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
そ
の
「
法
律
上
ノ
取
扱
及
之
ニ
適
用
ス
ヘ

キ
法
規
ニ
至
リ
テ
モ
契
約
ト
大
差
ナ
ク
（
例
へ
ハ
能
力
、
意
思
表
示
等
ニ
付
キ
）
法
學
上
此
観
念
カ
幾
何
ノ
価
値
ア
ル
カ
ハ
一
疑
問
タ
ラ
ス

ン
ハ
ア
ラ
ス
（
53
）

」
と
し
て
い
る
。

三
　
岡
松
合
同
行
為
論
の
評
価

以
上
の
よ
う
に
、
岡
松
は
、
提
唱
者
と
目
さ
れ
る
ク
ン
ツ
ェ
の
み
な
ら
ず
以
降
の
学
説
を
も
渉
猟
し
て
分
析
し
た
も
の
で
あ
る
。
現
在

か
ら
見
れ
ば
そ
の
所
論
は
概
念
分
析
に
終
始
し
て
い
る
と
い
っ
て
も
過
言
で
は
な
い
が
、
し
か
し
意
思
表
示
あ
る
い
は
法
律
行
為
と
い
う

概
念
そ
の
も
の
が
、
ま
だ
当
時
の
学
会
や
裁
判
実
務
に
必
ず
し
も
十
分
に
定
着
し
て
い
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
時
代
に
お
い
て
は
、
概
念
分

析
そ
れ
自
体
で
す
で
に
重
要
か
つ
必
要
な
作
業
で
あ
っ
た
と
い
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
そ
れ
以
上
に
評
価
す
べ
き
は
、
合
同
行
為
概

）
五
五
一
五
（
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念
を
さ
ら
に
細
分
化
し
、
再
分
類
を
し
て
集
合
行
為
、
結
合
行
為
、
共
同
行
為
、
お
よ
び
同
意
行
為
の
四
つ
の
下
位
の
分
類
を
立
て
、
そ

こ
か
ら
決
議
と
団
体
設
立
行
為
と
い
う
、
彼
の
い
う
「
真
の
」
合
同
行
為
を
析
出
し
た
こ
と
に
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
概
念
の
細
分

化
・
再
分
類
は
、
冒
頭
に
述
べ
た
合
同
概
念
の
再
定
義
と
い
う
視
点
か
ら
み
て
評
価
に
値
す
る
作
業
で
あ
る
。
と
り
わ
け
ク
ン
ツ
ェ
の
論

文
は
、
そ
の
後
わ
が
国
で
も
少
な
か
ら
ぬ
批
判
を
受
け
て
き
た
。
こ
れ
を
最
初
に
紹
介
し
た
志
田
で
す
ら
、
ク
ン
ツ
ェ
の
合
同
行
為
概
念

が
法
学
上
に
「
非
常
ナ
貢
獻
」
を
な
す
べ
き
も
の
で
あ
る
と
言
い
な
が
ら
、
疑
問
も
提
起
し
て
「
是
カ
ラ
先
ノ
學
者
ガ
ソ
レ
ヲ
唱
ヘ
テ
行

ク
ト
云
フ
コ
ト
ハ
ナ
カ
ラ
ウ
ト
思
ヒ
マ
ス
（
54
）

」
と
断
じ
て
い
る
。
後
に
、
岡
松
・
法
律
行
為
論
を
好
意
的
に
引
用
し
た
安
田
も
、「
彼
［
ク

ン
ツ
ェ－

筆
者
注
］
の
合
同
行
爲
論
は
、
徒
ら
に
霞
の
如
き
幻
影
を
追
ひ
て
徒
ら
に
右
往
左
往
し
、
遂
に
明
確
な
る
結
論
を
捉
ふ
る
事
能

は
ざ
る
事
を
明
白
に
曝
露
す
る
拙
作
な
り
（
55
）

」
と
酷
評
す
る
。

し
か
し
、
岡
松
自
身
は
お
そ
ら
く
は
こ
れ
ら
の
批
判
が
あ
り
う
る
こ
と
は
理
解
し
つ
つ
、
な
お
合
同
行
為
概
念
を
以
上
の
四
種
類
に
細

分
化
・
再
分
類
す
る
こ
と
が
で
き
た
の
は
、
ク
ン
ツ
ェ
に
の
み
と
ら
わ
れ
ず
、
子
細
に
諸
学
説
も
含
め
て
検
討
し
た
結
果
で
あ
る
か
ら
、

こ
の
点
は
高
く
評
価
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
考
え
る
。
こ
こ
で
は
以
下
の
点
に
絞
っ
て
若
干
の
検
討
を
試
み
た
い
。

１
　
集
合
行
為
と
し
て
の
決
議
に
つ
い
て

共
同
行
為
の
分
類
に
は
、
共
有
者
が
共
同
し
て
設
定
す
る
地
役
権
（
複
数
人
に
よ
る
地
役
権
の
共
同
設
定
）、
複
数
賃
借
人
が
共
同
し
て
な

す
解
約
申
入
れ
（
複
数
人
に
よ
る
賃
貸
借
の
解
約
申
入
れ
）
が
そ
れ
に
属
し
て
い
た
。
こ
れ
ら
は
、
数
人
が
一
個
の
当
事
者
と
し
て
「
内
容

ヲ
同
フ
ス
ル
數
意
思
表
示
ヲ
爲
ス
場
合
」、
換
言
す
れ
ば
「
一
個
の
当
事
者
と
し
て
の
複
数
人
の
な
す
同
一
内
容
の
意
思
表
示
」
と
い
え

る
。
複
数
の
人
が
そ
れ
ぞ
れ
独
立
し
た
意
思
表
示
を
な
し
て
い
て
も
、
こ
れ
を
ま
と
め
て
一
個
の
当
事
者
た
る
地
位
を
有
し
、
意
思
表
示

）
五
五
一
五
（
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が
同
一
内
容
で
あ
れ
ば
、
共
同
行
為
の
分
類
に
入
る
の
で
あ
る
か
ら
、
岡
松
・
法
律
行
為
論
に
よ
れ
ば
こ
れ
ら
は
合
同
行
為
で
は
な
い
。

通
常
の
契
約
法
理
、
意
思
表
示
・
法
律
行
為
論
で
対
応
で
き
る
範
囲
内
に
あ
る
と
も
い
え
る
だ
ろ
う
。

さ
ら
に
は
、
地
役
権
の
共
同
設
定
者
も
、
解
約
申
入
れ
を
な
す
共
同
賃
借
人
も
、
他
の
社
団
設
立
行
為
事
例
に
み
ら
れ
る
よ
う
な
、
な

ん
ら
か
の
団
体
な
い
し
組
織
が
、
少
な
く
と
も
そ
の
前
提
と
し
て
存
在
す
る
わ
け
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
共
同
行
為
を
な
す
複
数
人
に
つ

い
て
は
、
ま
と
ま
っ
て
一
個
の
当
事
者
で
あ
る
が
ゆ
え
に
、
岡
松
に
よ
れ
ば
真
の
合
同
行
為
の
関
係
に
は
な
い
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
に
対

し
て
、
決
議
や
選
挙
が
属
す
る
集
合
行
為
は
真
の
合
同
行
為
で
あ
っ
て
、
単
独
行
為
（
一
方
行
為
）
や
契
約
（
双
方
行
為
）
と
異
な
る
。
と

は
い
え
、
共
同
行
為
は
想
定
さ
れ
る
事
例
が
多
い
。
地
役
権
の
ほ
か
に
も
他
の
物
権
の
設
定
が
考
え
ら
れ
る
し
、
ま
た
賃
借
人
以
外
で
も

契
約
当
事
者
が
複
数
存
在
す
る
場
合
は
想
定
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

こ
れ
に
対
し
て
集
合
行
為
は
対
象
が
決
議
に
限
定
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
た
め
、
後
の
ド
イ
ツ
の
体
系
書
や
教
科
書
さ
ら
に
は
論
文
な
ど

が
「
合
同
行
為
と
し
て
の
」
決
議
を
検
討
す
る
の
で
は
な
く
、
端
的
に
決
議
そ
の
も
の
と
し
て
検
討
す
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
自
然
な
流

れ
と
も
い
え
る
（
56
）

。
ま
た
決
議
の
み
で
あ
れ
ば
集
合
行
為
な
る
概
念
も
屋
上
屋
を
架
す
よ
う
な
も
の
で
不
要
と
な
ろ
う
。
岡
松
自
身
、
こ
の

集
合
行
為
概
念
を
立
て
た
の
は
、
他
の
共
同
行
為
の
分
類
と
区
別
す
る
た
め
で
あ
っ
た
は
ず
で
あ
る
。

こ
れ
に
加
え
、
集
合
行
為
で
は
、
共
同
行
為
に
み
ら
れ
る
よ
う
な
当
事
者
論
は
な
い
。
各
人
が
そ
れ
ぞ
れ
当
事
者
な
の
で
あ
っ
て
、
そ

の
場
合
に
は
各
人
を
ま
と
め
て
一
つ
の
当
事
者
に
す
る
必
要
は
な
い
か
ら
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

２
　
団
体
な
い
し
組
織
の
存
在

団
体
の
設
立
行
為
が
属
す
る
結
合
行
為
で
は
、
同
一
内
容
の
並
行
的
意
思
表
示
を
な
す
場
合
と
な
る
。
契
約
と
区
別
さ
れ
る
の
は
そ
こ

）
五
五
一
一
（
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に
何
ら
か
の
団
体
（
あ
る
い
は
組
織
）
が
存
在
す
る
点
で
あ
る
。
か
か
る
合
同
行
為
は
団
体
関
係
で
な
け
れ
ば
生
じ
な
い
。
こ
の
団
体
関

係
と
は
、
設
立
目
的
と
さ
れ
る
団
体
の
こ
と
で
は
な
く
、
意
思
表
示
を
な
す
複
数
の
人
々
の
関
係
を
指
し
て
い
る
。
意
思
表
示
を
な
す
者

達
に
何
ら
か
の
団
体
な
い
し
組
織
の
関
係
が
あ
り
、
そ
の
上
で
同
一
内
容
の
並
行
的
意
思
表
示
が
な
さ
れ
る
の
で
あ
っ
て
、
団
体
や
組
織

か
ら
切
り
離
さ
れ
て
意
思
表
示
が
な
さ
れ
る
わ
け
で
は
な
い
。
こ
の
点
で
、
後
の
わ
が
国
の
学
説
は
、
合
同
行
為
が
「
方
向
を
同
じ
く
す

る
」
二
個
以
上
の
意
思
表
示
の
合
致
と
い
い
、
契
約
が
「
対
立
す
る
」
二
個
以
上
の
意
思
表
示
の
合
致
と
対
比
す
る
の
が
主
流
（
57
）

で
あ
る

が
、
そ
の
際
に
は
も
っ
ぱ
ら
意
思
表
示
の
次
元
で
の
み
対
比
し
て
い
て
、
団
体
や
組
織
と
の
関
係
は
捨
象
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
み
え
る
。

も
ち
ろ
ん
、
そ
の
後
、
合
同
行
為
当
事
者
は
共
同
の
目
的
を
め
ざ
し
て
協
力
す
る
と
い
う
関
係
に
あ
る
と
は
さ
れ
て
い
る
が
、
団
体
や
組

織
と
の
関
連
性
は
な
お
薄
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
（
58
）

。
鳩
山
に
至
っ
て
は
、
契
約
で
は
「
獨
立
セ
ル
二
個
以
上
ノ
目
的
ア
リ
」、
合
同
行
為
で

は
「
共
同
セ
ル
一
ノ
目
的
ア
ル
ニ
止
マ
ル
（
59
）

」
と
し
て
団
体
・
組
織
の
関
係
性
は
ほ
ぼ
見
ら
れ
な
い
。
同
一
内
容
の
並
行
的
意
思
表
示
を
な

す
者
の
間
の
、
団
体
な
い
し
組
織
の
存
在
と
い
う
岡
松
の
指
摘
は
、
通
説
を
形
成
し
た
と
さ
れ
る
鳩
山
以
降
は
実
際
に
は
希
薄
化
し
た
の

で
は
な
い
か
。

３
　
意
思
表
示
の
方
向
と
比
喩

そ
し
て
「
方
向
を
同
じ
く
す
る
」
二
個
以
上
の
意
思
表
示
の
合
致
（
合
同
行
為
）
と
、「
対
立
す
る
」
二
個
以
上
の
意
思
表
示
の
合
致

（
契
約
）
と
対
比
さ
れ
た
点
が
、
後
に
鳩
山
に
よ
り
前
者
が
「
並
行
合
流
」、
後
者
が
「
交
錯
合
致
」
な
ど
の
対
比
に
展
開
さ
れ
る
（
60
）

に
至
っ

て
、
そ
の
よ
う
な
対
比
が
「
一
種
の
比
喩
な
い
し
文
学
的
描
写
」
に
過
ぎ
な
い
と
評
さ
れ
（
61
）

、「
数
個
の
意
思
表
示
の
『
方
向
』
の
ち
が
い
、

つ
ま
り
『
交
錯
型
』
か
『
平
行
型
』
か
と
い
う
点
も
、
一
種
の
比
喩
的
描
写
以
上
の
も
の
で
は
な
い
（
62
）

」
と
さ
れ
、
つ
い
に
は
「
た
と
え
ば

）
五
五
一
一
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公
益
社
団
法
人
の
設
立
に
参
加
す
る
人
々
が
法
人
設
立
と
い
う
目
的
に
向
っ
て
い
る
と
し
て
も
、
初
め
か
ら
終
り
ま
で
同
方
向
に
向
っ
て

い
る
も
の
な
ら
ば
、
平
行
線
は
つ
い
に
、
合
致
す
る
機
会
は
な
い
で
あ
ろ
う
（
63
）

」
と
ま
で
評
さ
れ
る
に
至
っ
て
は
、
議
論
と
し
て
実
り
が

あ
っ
た
と
い
う
に
は
程
遠
い
と
い
う
べ
き
で
あ
る
。
冒
頭
で
引
用
し
た
「
合
同
行
為
の
伝
統
的
な
定
義
は
あ
ま
り
に
比
喩
的
」
と
い
う
指

摘
は
、
ま
さ
に
こ
の
点
を
考
慮
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、「
平
行
合
流
」、「
交
錯
合
致
」、「
交
錯
型
」、「
並
行
型
」
と
の

表
現
が
比
喩
的
で
使
え
な
い
の
で
あ
れ
ば
、
ど
の
よ
う
な
法
的
表
現
で
あ
れ
ば
（
た
と
え
ば
性
質
決
定
と
し
て
）
よ
い
の
か
、
あ
る
い
は
適

用
さ
れ
る
べ
き
規
範
概
念
と
し
て
適
切
な
の
か
、
法
律
行
為
の
分
類
と
し
て
の
表
現
と
し
て
考
え
る
か
ど
う
か
を
含
め
、
検
討
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。

４
　
組
合
契
約
と
の
関
係

岡
松
・
法
律
行
為
論
に
お
い
て
は
、
ま
さ
に
法
律
行
為
と
し
て
の
分
類
と
し
て
合
同
行
為
が
論
じ
ら
れ
て
お
り
、
焦
点
は
そ
の
意
思
表

示
の
法
的
な
分
析
に
あ
る
。
岡
松
は
、
団
体
設
立
行
為
の
分
析
に
際
し
て
、
設
立
さ
れ
る
団
体
と
し
て
法
人
、
権
利
能
力
な
き
社
団
の
ほ

か
に
、
組
合
も
挙
げ
て
い
る
。

他
方
、
組
合
自
体
が
組
合
「
契
約
」
に
よ
っ
て
形
成
さ
れ
る
点
を
ど
う
理
解
す
る
か
。
岡
松
の
紹
介
す
る
よ
う
に
、
設
立
行
為
は
ギ
ー

ル
ケ
に
よ
れ
ば
契
約
で
な
い
と
さ
れ
た
が
、
フ
ォ
ン
・
ト
ゥ
ー
ア
に
よ
れ
ば
一
種
の
契
約
と
さ
れ
、
相
互
に
意
思
表
示
を
交
換
し
、
意
思

の
合
致
を
要
す
る
の
で
契
約
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
設
立
行
為
は
「
団
体
」
設
立
行
為
で
あ
っ
て
、「
団
体
」
に
は
法
人
の
ほ
か
法

人
格
な
き
社
団
も
組
合
も
存
在
す
る
の
で
あ
っ
て
、
こ
れ
ら
の
団
体
は
契
約
法
に
従
う
べ
き
も
の
で
あ
る
か
ら
、
設
立
行
為
も
契
約
と
な

ら
ざ
る
を
え
な
い
と
し
た
フ
ォ
ン
・
ト
ゥ
ー
ア
に
対
し
て
、
岡
松
は
反
論
す
る
。
そ
の
主
た
る
理
由
は
、
設
立
行
為
の
意
思
表
示
は
必
ず

）
五
五
一
二
（



日
本
法
学

　第
八
十
八
巻
第
四
号
（
二
〇
二
三
年
二
月
）

二
九
四

し
も
相
手
方
に
対
し
て
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
で
は
な
い
こ
と
（
受
領
を
要
し
な
い
意
思
表
示
と
す
れ
ば
足
り
る
）、
そ
し
て
組
合
「
契

約
」
と
設
立
行
為
は
区
別
せ
ざ
る
を
え
な
い
が
、
通
常
、「
形
の
上
に
お
い
て
組
合
契
約
の
中
に
設
立
行
為
が
含
ま
れ
る
に
す
ぎ
な
い
」

こ
と
の
二
点
に
あ
る
と
い
え
る
。
前
者
の
点
は
と
も
か
く
、
後
者
の
点
は
ど
う
か
。

岡
松
は
、「
契
約
」
に
お
け
る
意
思
表
示
と
「
合
同
行
為
」
に
お
け
る
意
思
表
示
が
異
な
る
の
で
あ
る
か
ら
、
設
立
行
為
と
い
う
「
合

同
行
為
」
は
「
契
約
」
と
は
異
な
る
、
別
の
法
律
行
為
分
類
と
し
て
立
て
る
の
で
あ
る
が
、
そ
の
一
方
で
、
組
合
契
約
の
中
に
設
立
行
為

が
含
ま
れ
る
こ
と
を
「
形
の
上
に
お
い
て
」
認
め
て
い
る
。
こ
れ
は
、
分
類
も
性
質
も
異
な
る
意
思
表
示
が
一
つ
の
組
合
契
約
の
中
に
存

在
す
る
と
い
う
こ
と
な
の
で
あ
ろ
う
か
。
あ
る
い
は
一
つ
の
意
思
表
示
が
、
契
約
で
あ
る
と
も
合
同
行
為
で
あ
る
と
も
解
さ
れ
る
と
い
う

の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
う
す
る
と
フ
ォ
ン
・
ト
ゥ
ー
ア
の
議
論
と
ど
の
よ
う
に
異
な
る
の
か
と
い
う
疑
問
も
生
ず
る
が
、
岡
松
は
こ
の
点
に

つ
き
特
に
詳
し
く
論
じ
て
は
い
な
い
。

後
に
合
同
行
為
論
は
何
人
か
の
論
者
か
ら
批
判
さ
れ
る
が
、
そ
の
う
ち
の
一
人
で
あ
る
川
島
武
宜
は
、
以
下
の
よ
う
に
指
摘
す
る
。
契

約
も
合
同
行
為
も
「
法
的
判
断
の
道
具
概
念
」
と
し
て
考
え
て
、
契
約
に
お
い
て
は
、「
各
契
約
当
事
者
の
個
別
的
な
権
利
義
務

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

に
つ
い

て
意
思
表
示
が
な
さ
れ
、
ま
さ
に
そ
れ
故
に
そ
れ
ら
の
意
思
表
示
が
交
換
さ
れ
る

0

0

0

0

0

必
要
が
あ
り
、
且
つ
交
換
さ
れ
る
の
で
あ
る
」
が
、
合

同
行
為
に
お
い
て
は
、「
意
思
表
示
の
内
容
は
直
接
に
は
意
思
表
示
者
の
個
別
的
な
権
利
義
務
に
関
す
る
の
で
は
な
く
て
、
複
数
の
意
思

表
示
者
に
共
通
な
権
利
義
務

0

0

0

0

0

0

0

に
関
す
る
の
で
あ
り
、
そ
れ
故
に
そ
れ
ら
の
意
思
表
示
は
交
換
さ
れ
る
の
で
は
な
く
て
共
同
し
て

0

0

0

0gesam
t

な
さ
れ
る

0

0

0

0

の
で
あ
る
」（
傍
点
原
文
（
64
）

）
と
。
し
た
が
っ
て
「
契
約
を
構
成
す
る
一
つ
の
意
思
表
示
が
効
力
を
生
じ
な
い
場
合
に
は
、
他
も
ま

た
効
力
を
生
じ
得
な
い
の
を
原
則
と
す
る
」
が
、「
合
同
行
為
に
お
い
て
は
、
た
と
え
一
つ
の
意
思
表
示
が
効
力
を
生
じ
な
く
て
も
、
残

る
他
の
意
思
表
示
に
よ
っ
て
そ
の
共
通
の
目
的
た
る
権
利
義
務
の
変
動
を
生
ぜ
し
め
る
こ
と
を
必
然
的
に
妨
げ
ら
れ
る
わ
け
の
も
の
で
は

）
五
五
一
一
（



合
同
行
為
論
に
つ
い
て
（
中
山
）

二
九
五

な
く
、
問
題
は
む
し
ろ
当
該
行
為
の
『
共
同
性
』
が
害
せ
ら
れ
た
か
ど
う
か
に
あ
る
だ
ろ
う
」
と
し
、「
合
同
行
為
と
い
う
概
念
を
主
張

し
た
人
々
は
、
こ
の
よ
う
な
点
に
問
題
を
見
出
し
て
い
た
も
の
と
推
測
さ
れ
る
」
の
で
あ
り
、
そ
の
限
り
で
一
般
の
契
約
か
ら
分
離
し
て

観
念
す
る
こ
と
を
「
実
用
法
学
上
の
価
値
を
有
す
る
も
の
と
認
む
べ
き
で
あ
る
（
65
）

」
と
い
う
。

こ
こ
で
い
う
「
共
通
な
権
利
義
務
」
が
い
か
な
る
も
の
か
、「
共
同
性
」
が
害
さ
れ
る
場
合
と
は
ど
の
よ
う
な
も
の
を
指
し
て
い
る
の

か
、
き
わ
め
て
興
味
深
い
。
こ
の
指
摘
は
複
数
の
契
約
関
与
者
の
意
思
表
示
を
分
析
す
る
際
に
も
重
要
で
は
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
が
、

少
な
く
と
も
本
稿
の
上
述
３
（
意
思
表
示
の
方
向
）
に
お
い
て
言
及
し
た
点
に
関
わ
っ
て
い
る
。

い
ず
れ
に
せ
よ
、
ギ
ー
ル
ケ
が
設
立
行
為
を
契
約
で
な
い
と
し
た
理
由
な
い
し
背
景
と
と
も
に
、
フ
ォ
ン
・
ト
ゥ
ー
ア
が
契
約
で
あ
る

と
し
た
議
論
は
な
お
興
味
深
い
。
さ
ら
に
は
川
島
の
上
記
指
摘
と
共
に
、
後
に
組
合
契
約
を
合
同
行
為
と
解
し
な
が
ら
、
こ
れ
を
社
団
の

設
立
行
為
と
は
異
な
り
、「
多
分
に
契
約
的
色
彩
を
有
す
る
（
66
）

」
と
し
た
見
解
（
我
妻
）
の
関
係
も
検
討
に
値
す
る
で
あ
ろ
う
。

四
　
ま
と
め
に
代
え
て

こ
の
小
論
で
は
、
現
代
的
な
意
味
を
持
ち
始
め
た
組
織
を
形
成
す
る
取
引
に
つ
い
て
、
組
織
を
創
設
す
る
段
階
に
お
け
る
合
同
行
為
概

念
の
再
定
義
と
い
う
視
点
か
ら
、
わ
が
国
の
先
達
と
し
て
岡
松
参
太
郎
博
士
の
所
論
を
取
り
上
げ
た
。
彼
自
身
、
最
終
的
に
「
幾
何
ノ
価

値
ア
ル
カ
ハ
一
疑
問
タ
ラ
ス
ン
ハ
ア
ラ
ス
（
67
）

」
と
さ
れ
た
の
で
は
あ
る
が
、
そ
の
理
由
は
、
主
に
一
方
行
為
（
単
独
行
為
）
と
双
方
行
為

（
契
約
）
に
な
ら
ぶ
法
律
行
為
の
種
類
と
し
て
新
し
い
概
念
が
立
て
ら
れ
た
と
い
う
の
に
、
そ
の
素
材
は
決
議
と
団
体
設
立
行
為
と
い
う

二
つ
に
限
ら
れ
て
お
り
、
結
局
材
料
が
乏
し
い
と
い
う
点
に
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
し
か
も
（
行
為
）
能
力
規
定
、
意
思
表
示
規
定
の
適
用

）
五
五
一
一
（
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六

上
は
契
約
と
大
差
が
な
く
な
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
固
有
の
法
的
効
果
を
導
く
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。
か
り
に
わ
ず
か
な
差
異
が
あ
る
と
し

て
も
、
た
と
え
ば
柔
軟
な
解
釈
を
施
す
こ
と
で
対
処
で
き
る
の
で
あ
れ
ば
難
し
い
議
論
を
立
て
る
必
要
も
な
い
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
ゆ
え
上

述
の
よ
う
に
、
合
同
行
為
論
は
そ
の
後
も
い
く
つ
か
の
厳
し
い
批
判
を
受
け
る
（
68
）

の
も
当
然
で
は
あ
る
。
も
っ
と
も
そ
れ
ら
の
批
判
の
多
く

は
、
ク
ン
ツ
ェ
を
根
本
的
に
検
討
し
た
岡
松
・
法
律
行
為
論
が
な
し
た
作
業
に
よ
っ
て
真
の
合
同
行
為
で
は
な
い
と
さ
れ
た
共
同
行
為
に

向
け
ら
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
う
で
あ
れ
ば
、
そ
の
後
の
学
説
が
岡
松
を
ど
こ
ま
で
継
承
し
て
い
た
か
に
つ
き
若
干
の
疑
問
も
生
ず
る

が
、
な
お
概
念
の
再
定
義
と
い
う
視
点
か
ら
検
討
す
る
必
要
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
と
り
わ
け
我
妻
に
み
ら
れ
る
よ
う
な
組
合
契
約

の
法
的
性
質
論
に
お
い
て
、
契
約
と
合
同
行
為
の
両
概
念
が
ど
の
よ
う
に
結
び
つ
く
の
か
、
に
留
意
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。

他
方
、
ド
イ
ツ
法
に
お
け
る
合
同
行
為
（G
esam

takt

）
概
念
は
ク
ン
ツ
ェ
以
外
に
も
、
会
社
法
、
国
際
法
、
公
法
分
野
に
お
い
て
も
こ

れ
を
論
ず
る
学
者
が
少
な
く
な
か
っ
た
（
69
）

。
こ
の
概
念
に
類
似
し
た
も
の
と
し
て
、
一
九
世
紀
後
半
に
「
合
意
（V

ereinbarung

）」
な
る
観

念
を
用
い
て
同
様
の
議
論
を
展
開
し
た
者
（
70
）

も
い
る
一
方
で
、
団
体
法
の
視
点
か
ら
の
ギ
ー
ル
ケ
の
所
論
（
71
）

は
、
団
体
・
組
織
と
切
り
離
せ
な

い
こ
と
か
ら
関
心
が
持
た
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
学
史
的
検
討
も
概
念
の
再
定
義
と
い
う
視
点
か
ら
今
後
に
期
し
た
い
と
思

う
。（

1
） K

untze, D
er G

esam
m

takt, ein neuer R
echtsbegriff, in :F

estgabe der L
eipziger Juristenfakultät für D

r. jr. O
tto M

üller zum
 

14. M
ai 1892, S

. 27, 1892.

な
お
現
在
の
表
記
で
あ
る
「G

esam
takt

」
は
、
一
九
世
紀
後
半
で
あ
っ
た
当
時
は
「G

esam
m

takt

」
と
表
記
さ
れ

て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
も
っ
と
も
こ
の
語
自
体
は
、
ギ
ー
ル
ケ
の
創
唱
に
か
か
る
も
の
（O

tto von G
ierke, D

ie G
enossenschaftstheorie und 

die deutsche R
echtsprechung, 1887, S

.133

）
で
、
こ
れ
を
採
用
し
た
の
が
ク
ン
ツ
ェ
で
あ
る
と
の
指
摘
も
あ
る
。
安
田
幹
太
「
合
同
行
為
の

）
五
五
一
一
（



合
同
行
為
論
に
つ
い
て
（
中
山
）

二
九
七

観
念
を
排
す
（
二
・
完
）」
司
法
協
会
雑
誌
第
一
九
巻
第
二
号
（
一
九
四
〇
）
二
七
頁
参
照
。

（
2
） 

川
島
武
宜
・
平
井
宜
雄
編
『
新
版 

注
釈
民
法
⑶
総
則
⑶
』（
有
斐
閣
、
初
版
二
〇
〇
三
）【
平
井
宜
雄
】
五
一
─
五
二
頁
。

（
3
） 
平
井
・
前
掲
注（
2
）五
二
頁
。

（
4
） 
平
井
・
前
掲
注（
2
）九
一
頁
。

（
5
） 

平
井
前
掲
注（
2
）九
一
頁
。
筆
者
は
か
か
る
視
点
か
ら
、
組
織
型
契
約
と
し
て
の
組
合
契
約
に
つ
い
て
、
端
緒
的
な
論
文
を
公
表
し
て
い
る
。

拙
稿
「
ド
イ
ツ
法
に
お
け
る
組
織
契
約
論
序
説
」M

B
S

 R
eview

 N
o.18, 14-21.

（
6
） 

平
井
・
前
掲
注（
2
）九
一
頁
。

（
7
） 

長
谷
川
貞
之
教
授
は
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
上
の
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
を
通
じ
て
契
約
の
締
結
・
履
行
を
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
・
プ
ロ
グ
ラ
ム
、
Ａ
Ｉ

な
ど
を
応
用
し
て
行
う
い
わ
ゆ
る
「
ス
マ
ー
ト
コ
ン
ト
ラ
ク
ト
（S

m
art C

ontract

）
に
つ
い
て
、「
当
事
者
間
に
合
意
や
約
束
の
相
互
交
換
を
要

求
す
る
伝
統
的
な
契
約
理
論
か
ら
す
れ
ば
、
ス
マ
ー
ト
コ
ン
ト
ラ
ク
ト
が
そ
れ
自
体
、
必
然
的
に
契
約
を
意
味
す
る
わ
け
で
は
な
い
」
と
し
て
、
ス

マ
ー
ト
コ
ン
ト
ラ
ク
ト
の
浸
透
が
「
従
来
の
伝
統
的
な
契
約
理
論
を
根
底
か
ら
揺
さ
ぶ
る
も
の
」
と
位
置
づ
け
、
現
代
的
な
取
引
現
象
を
視
野
に
置

い
た
多
角
取
引
の
視
点
か
ら
の
検
討
の
方
向
を
示
唆
さ
れ
て
い
る
。
長
谷
川
「
ス
マ
ー
ト
コ
ン
ト
ラ
ク
ト
に
よ
る
契
約
と
伝
統
的
契
約
理
論
」
日
本

法
学
第
八
六
巻
（
二
〇
二
〇
）
二
・
三
号
六
三
頁
。
本
稿
は
、
契
約
当
事
者
な
い
し
関
与
者
が
三
者
以
上
と
な
る
現
代
的
な
取
引
を
検
討
す
る
問
題

意
識
か
ら
、
伝
統
的
な
意
思
表
示
・
法
律
行
為
概
念
上
注
目
す
べ
き
合
同
行
為
論
を
取
り
上
げ
る
も
の
で
あ
る
。
多
角
的
法
律
関
係
の
構
想
は
椿
寿

夫
博
士
に
由
来
す
る
も
の
で
あ
り
、
中
舍
寛
樹
名
誉
教
授
ら
に
よ
り
さ
ら
に
展
開
さ
れ
て
い
る
。
さ
し
あ
た
り
椿
寿
夫
・
中
舍
寛
樹
編
『
多
角
的
法

律
関
係
の
研
究
』（
日
本
評
論
社
、
二
〇
一
二
）、
椿
寿
夫
編
著
『
三
角
・
多
角
取
引
と
民
法
法
理
の
深
化
』
別
冊
Ｎ
Ｂ
Ｌ
一
六
一
号
（
二
〇
一
六
）、

中
舍
寛
樹
『
多
数
当
事
者
間
契
約
の
研
究
』（
日
本
評
論
社
、
二
〇
一
九
）
に
掲
げ
ら
れ
た
諸
論
考
参
照
。

（
8
） 

時
期
的
に
は
最
も
早
い
紹
介
が
、
志
田
鉀
太
郎
「『
ク
ン
ツ
ェ
』
氏
ノ
『
ゲ
ザ
ン
ム
ト
ア
ク
ト
』
論
ニ
就
テ
」
法
学
協
会
雑
誌
二
一
巻
六
号

（
一
九
〇
三
）
七
六
四
頁
に
見
ら
れ
る
。
留
学
か
ら
の
帰
朝
講
演
で
合
同
行
為
論
を
紹
介
し
て
い
る
が
、
こ
れ
が
最
初
と
推
測
さ
れ
る
。
安
田
幹
太

「
合
同
行
爲
の
観
念
を
排
す
」
司
法
協
会
雑
誌
第
一
八
巻
第
二
〇
号
（
一
九
三
九
）
一
一
頁
は
、
志
田
が
ク
ン
ツ
ェ
の
合
同
行
為
論
を
最
初
に
わ
が

国
に
紹
介
し
た
と
い
う
。

）
五
五
一
一
（



日
本
法
学

　第
八
十
八
巻
第
四
号
（
二
〇
二
三
年
二
月
）

二
九
八

（
9
） 

岡
松
参
太
郎
『
法
律
行
爲
論
』（
有
斐
閣
書
房
、
一
九
一
四
）。
初
出
は
、
京
都
法
學
會
雑
誌
第
七
巻
第
一
一
号
及
び
第
一
二
号
（
一
九
一
二
）

で
あ
り
、
こ
れ
を
加
筆
修
正
・
増
補
の
上
京
都
法
科
大
學
研
究
叢
書
と
し
て
発
行
さ
れ
て
い
る
（
同
書
端
書
き
、
以
下
「
岡
松
・
法
律
行
為
論
」
と

し
て
引
用
す
る
）。
安
田
前
掲
注（
8
）論
文
に
お
い
て
、
志
田
以
降
の
日
本
に
お
け
る
初
期
の
学
説
を
詳
し
く
検
討
す
る
が
、
岡
松
の
同
論
文
が
わ

が
国
に
お
け
る
合
同
行
為
論
の
始
祖
で
あ
る
と
称
し
（
同
一
〇
頁
）、
わ
が
国
の
通
説
を
決
定
的
に
合
同
行
為
論
の
認
容
に
導
い
た
と
い
う
（
同

一
四
頁
）。
さ
ら
に
近
時
、
岡
松
・
法
律
行
為
論
を
取
り
上
げ
る
の
が
山
城
一
真
「
共
同
型
の
法
律
行
為
に
つ
い
て
」
岡
本
裕
樹
・
沖
野
眞
己
・
鳥

山
泰
志
・
山
野
目
章
夫
編
『
民
法
学
の
継
承
と
展
開 

中
田
裕
康
先
生
古
希
記
念
』（
有
斐
閣
、
二
〇
二
一
）
一
三
九
頁
以
下
で
あ
る
。
フ
ラ
ン
ス
法

に
お
け
る
議
論
、
と
く
に
レ
ミ
ー
・
カ
ブ
リ
ヤ
ッ
ク
（R
ém

y C
A

B
R

IL
L

A
C

）
に
よ
る
「
共
同
行
為
（acte juridique conjonctif

）」
構
想
と

も
関
連
づ
け
て
検
討
す
る
同
論
文
に
は
興
味
深
い
指
摘
も
見
ら
れ
る
。
し
か
し
同
論
文
は
基
本
的
に
共
同
型
の
法
律
行
為
と
い
う
視
点
か
ら
岡
松
の

「
共
同
行
為
」
概
念
を
検
討
す
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
本
稿
の
上
述
の
よ
う
な
問
題
意
識
か
ら
岡
松
・
法
律
行
為
論
を
全
体
と
し
て
取
り
上
げ
る
関

心
と
は
や
や
異
な
る
で
あ
ろ
う
。

（
10
） G

ierke

前
掲
注（
1
）論
文
一
三
三
頁
以
下
。

（
11
） 

こ
こ
で
い
う
「
從
來
の
学
説
」
は
、
日
本
の
学
説
と
い
う
よ
り
も
ド
イ
ツ
の
学
説
の
こ
と
を
指
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
た
と
え
ば

B
ierm

ann, B
ürgerliches R

echt I, 1908

の
文
献
を
引
用
、
参
照
さ
せ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
（
岡
松
・
法
律
行
為
論
六
九
頁
注
２
）。

（
12
） 

岡
松
・
法
律
行
為
論
六
八
頁
。

（
13
） 

同
前
。

（
14
） 

同
前
。

（
15
） 

同
六
九
頁
。

（
16
） 

同
六
九
頁
。

（
17
） 

岡
松
は
、
意
思
表
示
の
種
類
を
、
独
立
的
意
思
表
示
（selbständige W

illenserklärung

）、
相
対
的
意
思
表
示
（unselbständige 

W
illenserklärung

）、
そ
し
て
従
属
的
意
思
表
示
（abhängige W

illenserklärung
）
の
三
つ
に
分
類
す
る
（
同
一
一
頁
以
下
）。
独
立
的
意
思
表

示
と
は
、
一
定
の
法
律
上
の
効
果
を
惹
起
し
う
る
意
思
表
示
で
あ
り
、
寄
附
行
為
・
無
記
名
証
券
の
発
行
・
相
殺
の
対
抗
・
解
約
の
申
込
み
・
遺
言

）
五
五
一
一
（



合
同
行
為
論
に
つ
い
て
（
中
山
）

二
九
九

を
例
と
す
る
。
相
対
的
意
思
表
示
と
は
、
他
の
意
思
表
示
と
合
体
し
て
法
律
上
の
効
果
を
生
ず
る
意
思
表
示
で
、
他
の
意
思
表
示
に
対
す
る
関
係
は

対
立
的
に
し
て
従
属
的
で
は
な
い
も
の
で
、
契
約
に
お
け
る
申
込
み
ま
た
は
承
諾
の
意
思
表
示
、
合
同
行
為
（
例
　
決
議
）
に
お
け
る
意
思
表
示
で

あ
る
。
そ
し
て
、
従
属
的
意
思
表
示
と
は
、
独
立
し
て
直
接
に
一
定
の
法
律
上
の
効
果
を
生
ず
る
こ
と
な
く
他
の
法
律
事
実
（
必
ず
し
も
意
思
表
示

に
限
ら
な
い
）
の
効
果
に
あ
る
影
響
を
及
ぼ
す
意
思
表
示
で
あ
る
と
す
る
。
こ
の
三
つ
の
分
類
の
う
ち
、
最
後
の
従
属
的
意
思
表
示
が
、
エ
ル
ツ

バ
ッ
ハ
ー
（E

lzbacher

）
に
従
い
、
さ
ら
に
三
つ
に
分
類
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
①
補
充
的
意
思
表
示
（E

rgänzende W
illenserklärung

）
と
、

②
破
壊
的
意
思
表
示
（E

ntkräftende W
illenserklärung

）
と
、
さ
ら
に
③
指
定
的
意
思
表
示
（B

estim
m

ende W
illenserklärung

）
で
あ
る
。

①
補
充
的
意
思
表
示
と
は
、
そ
の
他
の
法
律
事
実
が
独
立
し
て
完
全
な
法
律
上
の
効
果
を
生
ず
る
こ
と
が
で
き
な
い
場
合
に
、
こ
れ
を
補
充
し
て
そ

の
目
的
と
す
る
効
果
を
生
じ
さ
せ
る
意
思
表
示
を
い
い
、
制
限
行
為
能
力
者
の
行
為
に
対
す
る
法
定
代
理
人
な
ど
の
同
意
、
許
可
、
無
権
代
理
行
為

の
追
認
、
第
三
者
の
た
め
に
す
る
契
約
に
お
け
る
利
益
を
享
受
す
る
意
思
表
示
、
お
よ
び
意
思
表
示
で
は
な
い
法
律
事
実
に
従
属
す
る
も
の
（
事
務

管
理
の
追
認
、
未
成
年
者
の
営
業
の
許
可
）
な
ど
が
挙
げ
ら
れ
る
。
②
破
壊
的
意
思
表
示
と
は
、
他
の
法
律
事
実
が
生
じ
さ
せ
た
ま
た
は
生
じ
さ
せ

る
べ
き
法
律
上
の
効
果
を
破
壊
す
る
意
思
表
示
で
、
取
消
し
、
撤
回
、
申
込
み
の
拒
絶
、
追
認
の
拒
絶
、
懸
賞
広
告
取
消
権
の
放
棄
、
相
続
の
放
棄

が
挙
げ
ら
れ
る
。
そ
し
て
③
指
定
的
意
思
表
示
と
は
、
種
々
な
る
法
律
上
の
効
果
を
生
じ
う
べ
き
法
律
事
実
の
効
果
を
確
定
す
る
意
思
表
示
で
、
選

択
債
権
に
お
け
る
選
択
、
不
定
（
不
特
定
か
［
筆
者
］）
給
付
に
お
け
る
指
定
が
挙
げ
ら
れ
る
。
こ
こ
で
は
こ
の
①
の
補
充
的
意
思
表
示
の
こ
と
を

指
し
て
い
る
。

（
18
） 

同
前
。

（
19
） 

同
七
〇
頁
。

（
20
） 

同
前
。

（
21
） 

同
前
。

（
22
） 

同
前
七
〇
頁
、
注
４
。

（
23
） B

ierm
ann, B

ürgerliches R
echt, I. S

. 355, 1908.

を
引
用
す
る
。

（
24
） 

岡
松
・
法
律
行
為
論
七
三
頁
。

）
五
五
一
五
（



日
本
法
学

　第
八
十
八
巻
第
四
号
（
二
〇
二
三
年
二
月
）

三
〇
〇

（
25
） 

同
前
。

（
26
） 

同
前
。

（
27
） 
同
七
六
頁
。

（
28
） 
同
七
六
頁
。

（
29
） 

同
七
六
、
七
七
頁
。

（
30
） 

同
七
七
頁
。

（
31
） G

ierke, B
rockhausen, G

leitsm
ann, E

ndem
ann, C

rom
e, C

osack, E
ltzbacher, B

ierm
ann, T

uhr, E
nneccerus

ら
を
挙
げ
る
（
同

七
八
頁
、
注
７
）。

（
32
） 

同
七
九
頁
。

（
33
） 

同
八
〇
頁
。

（
34
） 

同
八
一
頁
。

（
35
） 

同
八
七
頁
。

（
36
） 

同
八
七
頁
。

（
37
） 

同
前
。

（
38
） 

同
前
。

（
39
） D

uden, D
eutsches U

niversalw
örterbuch, 6.A

ufl, 2007. sich treffen

の
ほ
か
、sich begegnen

も
あ
り
、「
私
は
劇
場
で
知
人
と
出

会
っ
た
」（ich traf im

 T
heater m

it B
ekannten zusam

m
en.

）
と
い
う
例
文
が
出
て
い
る
。
独
和
辞
典
で
も
同
様
の
例
文
は
使
わ
れ
る
（「
小

学
館
独
和
大
辞
典
」［
二
〇
〇
〇
］）。
こ
の
ほ
か
、D

uden

で
は
、gleichzeitig gegeben sein, geschehen, stattfinden

の
語
義
も
示
さ
れ
、

「（
時
間
的
に
）
ぶ
つ
か
る
、
重
な
り
合
う；

（
内
容
的
に
）
一
致
〈
合
致
〉
す
る
」
と
訳
出
さ
れ
る
（
同
上
独
和
大
辞
典
）。
名
詞
化
し
た

Z
usam

m
entreffen

の
訳
語
は
、
１
出
会
い
、
遭
遇；

会
合
、
会
談
、
２
重
な
り
〈
ぶ
つ
か
り
〉
合
い
で
あ
る
（
同
独
和
大
辞
典
）。
本
文
に
て
言

及
す
る
よ
う
に
、
同
時
性
と
い
う
時
間
の
概
念
・
意
味
も
入
る
。

）
五
五
一
五
（



合
同
行
為
論
に
つ
い
て
（
中
山
）

三
〇
一

（
40
） 

同
八
八
頁
、
注
15
。
な
お
、
契
約
に
お
け
る
意
思
表
示
の
相
互
関
係
に
つ
い
て
、
そ
れ
ら
が
互
い
に
条
件
を
な
し
て
い
る
、
相
互
に
有
機
的
関

係
が
あ
る
こ
と
も
指
摘
さ
れ
る
こ
と
を
踏
ま
え
、
合
同
行
為
に
お
い
て
は
各
意
思
表
示
の
間
に
そ
の
よ
う
な
結
合
関
係
が
な
い
こ
と
に
も
言
及
し
て

い
る
（
同
八
八
頁
、
注
16
）。

（
41
） 
同
八
九
頁
。

（
42
） 

同
九
一
頁
。
多
少
の
異
論
の
中
に
、
合
同
行
為
概
念
の
提
唱
者
で
あ
る
ク
ン
ツ
ェ
も
、
ま
た
ギ
ー
ル
ケ
も
入
っ
て
い
て
、
彼
ら
に
よ
れ
ば
決
議

は
法
律
行
為
で
な
い
と
す
る
（
同
九
一
頁
）。

（
43
） 

同
九
二
頁
、
注
３
に
よ
れ
ば
、
組
織
的
団
体
の
決
議
で
あ
っ
て
も
、
決
議
事
項
の
如
何
に
よ
り
法
律
行
為
で
は
な
い
と
さ
れ
る
こ
と
は
も
ち
ろ

ん
で
あ
る
と
い
う
。

（
44
） 

同
九
二
頁
。

（
45
） 

同
九
三
頁
。

（
46
） von T

uhr, D
er allgem

einer T
eil des deutschen bürrgerlichen R

echts, S
. 476ff.

（
出
版
年
は
明
示
さ
れ
て
い
な
い
が
、
一
九
一
〇
年

か
）。

（
47
） 

同
九
四
、
九
五
五
頁
注
９
。

（
48
） 

同
九
六
頁
（
注
12
）。
こ
の
「
集
合
的
意
思
表
示
」
な
る
語
は
、
岡
松
が
注
12
で
引
用
す
るO

ertm
ann, K

om
m

entar

に
よ
る
も
の
か
は
定
か

で
は
な
い
。
注
12
で
言
及
す
る
の
は
、
同
書
が
決
議
の
場
合
に
、
各
意
思
表
示
が
「
其
獨
立
ヲ
失
ハ
サ
ル
カ
如
キ
言
ヲ
爲
ス
モ
恐
ク
ハ
正
當
ニ
ア
ラ

ス
此
點
ニ
於
テ
ハ
契
約
ト
異
ル
コ
ト
ナ
シ
」
と
し
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
。

（
49
） 

同
九
七
頁
、
注
13
。
法
人
の
設
立
者
た
る
者
は
設
立
の
意
思
表
示
を
な
し
た
者
に
限
る
と
い
う
。
た
と
え
ば
、
設
立
者
と
な
ろ
う
と
し
て
合
意

し
た
者
が
五
人
い
て
、
そ
の
中
の
四
人
の
み
が
設
立
の
意
思
表
示
を
な
す
と
き
は
、
そ
の
四
人
の
み
が
設
立
者
と
な
る
の
で
あ
っ
て
、
残
り
一
人
は

こ
れ
に
与
ら
な
い
。
こ
の
場
合
に
五
人
全
員
の
設
立
の
意
思
表
示
が
あ
る
の
で
な
け
れ
ば
、
設
立
行
為
無
効
で
あ
る
と
い
う
の
で
は
な
い
、
と
説
示

す
る
。

（
50
） 

同
九
七
頁
注
14
．

）
五
五
一
一
（



日
本
法
学

　第
八
十
八
巻
第
四
号
（
二
〇
二
三
年
二
月
）

三
〇
二

（
51
） 

同
九
七
頁
。

（
52
） 

同
九
八
頁
。

（
53
） 
同
九
八
頁
。

（
54
） 
志
田
・
前
掲
注（
8
）論
文
七
七
九
頁
。

（
55
） 

安
田
・
前
掲
注（
8
）論
文
六
頁
。

（
56
） 

版
を
重
ね
て
い
るK

öhler, B
G

B
 A

llgem
einer T

eil, 46. A
ufl., 2022, S

.39

は
、
法
律
行
為
の
分
類
と
し
て
一
方
行
為
（einseitige 

R
echtsgeschäfte

）
と
多
方
行
為
（m

ehrseitige R
echtsgeschäfte

）
を
挙
げ
て
、
後
者
の
事
例
に
契
約
（V

ertrag

）
と
決
議
（B

eschluss

）

を
説
明
し
、
合
同
行
為
概
念
を
説
明
す
る
こ
と
は
な
い
。
体
系
書
レ
ベ
ル
で
合
同
行
為
概
念
が
取
り
上
げ
ら
れ
る
こ
と
は
な
い
わ
け
で
は
な
い

（B
ork, A

llgem
einer T

eil des B
ürgerlichen G

esetzbuchs, 3. A
ufl, 2011, S

. 171; L
arenz/W

olf, A
llgem

einer T
eil des 

B
ürgerlichen R

echts, 9. A
ufl, S

. 404

な
ど
）
が
、
そ
れ
で
も
独
立
し
た
一
つ
の
分
類
項
目
に
な
っ
て
い
る
わ
け
で
も
な
い
。

（
57
） 

幾
代
通
『
民
法
総
則
［
第
二
版
］』（
青
林
書
院
、
一
九
八
四
）
一
八
六
頁
、
鳩
山
秀
夫
『
法
律
行
為
乃
至
時
効
』（
厳
松
堂
、
一
九
二
二
）

三
七
頁
。

（
58
） 

幾
代
・
前
掲
注（
57
）一
八
六
頁
。

（
59
） 

鳩
山
・
前
掲
注（
57
）三
七
頁
。

（
60
） 

同
前
。

（
61
） 

川
島
武
宜
『
民
法
総
則
』（
有
斐
閣
、
一
九
六
五
）
一
六
〇
頁
。

（
62
） 

幾
代
・
前
掲
注（
57
）一
八
七
頁
。

（
63
） 

宮
崎
孝
治
郎
「
合
同
行
為
否
認
論
」
愛
知
学
院
大
学
法
学
研
究
一
〇
巻
六
九
頁
（
一
九
六
七
）。
な
お
、
契
約
に
お
い
て
は
利
益
が
対
立
し
、

合
同
行
為
に
お
い
て
は
利
益
が
並
立
す
る
と
い
う
対
比
も
あ
り
、
こ
れ
も
宮
崎
は
批
判
す
る
（
同
六
四
頁
以
下
）
が
、
岡
松
・
法
律
行
為
論
に
お
い

て
は
利
益
の
対
立
・
並
立
と
い
う
議
論
は
と
く
に
現
れ
て
は
い
な
い
と
思
わ
れ
る
。
本
論
で
取
り
上
げ
な
い
理
由
で
あ
る
が
、
合
同
行
為
論
と
し
て

は
浮
上
し
て
く
る
問
題
で
あ
ろ
う
。

）
五
五
一
一
（



合
同
行
為
論
に
つ
い
て
（
中
山
）

三
〇
三

（
64
） 

川
島
・
前
掲
注（
61
）一
六
〇
頁
以
下
、
と
く
に
一
六
一
頁
。

（
65
） 

川
島
・
前
掲
注（
61
）同
一
六
一
頁
。
後
に
、
川
島
は
合
同
行
為
と
い
う
第
三
の
類
型
を
認
め
る
こ
と
自
体
に
反
対
な
い
し
批
判
的
な
学
説
と
し

て
引
用
さ
れ
る
こ
と
が
あ
る
が
（
幾
代
前
掲
注（
56
）一
八
七
頁
）、
そ
う
で
は
な
く
積
極
的
に
評
価
し
て
い
た
と
も
い
え
る
の
で
は
な
い
か
。

（
66
） 
我
妻
榮
『
債
権
各
論
　
中
巻
二
』（
岩
波
書
店
、
一
九
六
二
）
七
五
八
頁
。

（
67
） 

岡
松
・
法
律
行
為
論
九
八
頁
。

（
68
） 

た
と
え
ば
、
数
人
が
共
同
し
て
解
除
や
告
知
や
地
役
権
設
定
行
為
を
な
す
場
合
に
数
人
の
共
同
の
意
思
表
示
の
存
在
を
認
め
れ
ば
十
分
と
評
し

て
、
単
独
行
為
、
契
約
と
並
ぶ
「
合
同
行
為
と
い
う
概
念
を
構
成
す
る
必
要
は
存
在
し
な
い
」
と
さ
れ
る
。
川
島
・
前
掲
注（
61
）一
五
九
頁
。

（
69
） 

さ
し
あ
た
り
、B

inding, D
ie G

ründung des norddeutschen B
undes, in: F

estgabe der L
eipziger Juristenfakultät für D

r. B
ernhard 

W
indscheid zum

 22. D
ezem

ber 1888, 1888, S
.3; Jellineck

、S
ystem

 des subjektiven öffentlichen R
echts, 1892

ほ
か
。
こ
の
点
は
、

安
田
「
合
同
行
爲
の
観
念
を
排
す
（
二
・
完
）」
司
法
協
会
雜
誌
第
一
九
巻
第
二
号
二
七
頁
以
下
に
詳
し
い
が
、
さ
ら
に
合
同
行
為
概
念
は
契
約
概

念
の
中
に
包
摂
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
し
た
学
者
は
、
そ
の
際
ク
ン
ツ
ェ
が
ビ
ン
デ
ィ
ン
グ
の
「
合
意
（V

ereinbarung

）」
の
代
わ
り
に
合
同
行

為
（G

esam
m

takt

）
を
置
き
換
え
、
契
約
（V

ertrag

）
と
対
立
さ
せ
、
そ
れ
ぞ
れ
の
意
思
内
容
に
つ
い
て
は
全
く
同
様
な
議
論
を
く
り
か
え
し
て

い
る
に
過
ぎ
な
い
と
い
う
。
宮
崎
孝
治
郎
「
合
同
行
為
否
認
論
」
愛
知
学
院
大
学
法
学
研
究
一
〇
巻
三
九
頁
以
下
（
一
九
六
七
）、
と
く
に
四
八
頁
。

（
70
） B

inding

前
掲
注（
69
）論
文
。

（
71
） G

ierke

前
掲
注（
1
）論
文
、
と
く
に
一
三
三
頁
以
下
。

）
五
五
一
二
（






